
決算特別委員会会議記録

決算特別委員長 元吉 俊博

１ 日 時

令和元年１０月１１日（金） 午前１０時００分から

午後 ２時５９分まで

２ 場 所

本会議場

３ 出席した委員の氏名

元吉俊博、井上明夫、志村学、井上伸史、今吉次郎、太田正美、森誠一、大友栄二、

木付親次、古手川正治、濱田洋、成迫健児、高橋肇、二ノ宮健治、守永信幸、

原田孝司、吉村哲彦、戸高賢史、堤栄三、荒金信生

４ 欠席した委員の氏名

羽野武男

５ 出席した委員外議員の氏名

清田哲也、阿部長夫、御手洗吉生、木田昇、馬場林、猿渡久子

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

総務部長 和田雅晴、企画振興部長 中島英司、

議会事務局長 高屋博、労働委員会事務局長 後藤素子 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

第９５号議案平成３０年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について及び第９６号議

案平成３０年度大分県公債管理特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行った。

詳細については、別紙「会議の概要及び結果」のとおり。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 矢野順子

議事課委員会班 課長補佐（総括） 冨高徳己

議事課議事調整班 副主幹 油井勝彦



決算特別委員会次第

日時：令和元年１０月１１日（金）１０：００～

場所：本会議場

１ 開 会

２ 部局別決算審査

（１）総務部

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

（２）企画振興部

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

（３）労働委員会事務局

①決算説明

②質疑・応答

（４）議会事務局

①決算説明

②質疑・応答

（５）上記（３）、（４）に係る内部協議

３ その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

元吉委員長 ただいまから、本日の委員会を開

きます。

この際、付託された議案を一括議題とし、こ

れより審査に入ります。

本日は、総務部、企画振興部、労働委員会事

務局及び議会事務局の部局別審査を行います。

これより、総務部関係の審査に入ります。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、総務部長及び関係課・室・所長の

説明を求めます。

和田総務部長 それでは、まず初めに、お手元

の平成３０年度一般会計及び特別会計決算事業

別説明書の１ページをお開きください。

平成３０年度一般会計及び特別会計歳出決算

のうち、総務部関係について御説明します。

一般会計の歳出決算額は、上段の表の一番下

の歳出合計欄の左から３列目にあるように１，

５６０億２，１６５万３，７１５円、その下の

公債管理特別会計の歳出決算額は１，２８５億

６，０３４万１，８００円となっています。

決算内容の詳細については、後ほど担当の所

属長から説明します。

次に、お手元の平成２９年度決算特別委員会

審査報告書に対する措置状況報告書について説

明します。

１ページをお開きください。まず、財政運営

の健全化についてです。

財政運営にあたっては、中長期的な視点に立

ち、持続可能な財政基盤を構築することを基本

に進めており、平成２７年１０月に策定した大

分県行財政改革アクションプランにおいて、令

和元年度末の財政調整用基金残高３２４億円の

確保と県債残高総額１兆３００億円までへの抑

制を目標に、取組を強化しているところです。

その結果、平成３０年度決算では、基金残高

は年度末目標を５億円上回る３６１億円を確保

し、また県債残高も一般会計ベースで１兆３２

６億円と６年連続で減少し、臨時財政対策債を

除く実質的な残高も１７年連続で減少していま

す。

こうした中、国においては、２０２５年度の

国・地方を合わせたプライマリーバランスの黒

字化に向け、新経済・財政再生計画の下、デフ

レ脱却・経済再生の取組の強化と同時に、歳出

改革や歳入改革を推進することとされており、

引き続き地方に対し歳出削減圧力が高まるなど

本県財政への影響が懸念されるところです。

加えて、喫緊の課題となっている強靭な県土

づくりに向けて、国の防災・減災、国土強靭化

のための３か年緊急対策に基づく事業等を積極

的に活用し、災害に強い県土づくりを推進して

いく必要があります。

このような状況の下、災害に強い県土づくり

にあたっては、交付税措置のある有利な県債を

積極的に活用しつつ、県債残高の適正な管理に

努めるとともに、引き続き県税収入の確保や事

務事業の見直しなど一層の行財政改革により財

政健全化を図り、適切な財政運営に努めていき

ます。

なお、重要業績評価指標（ＫＰＩ）の設定に

あたっても、「安心・活力・発展プラン２０１

５」の進捗や成果を体系的に説明できるものと

し、県民ニーズに即したものとなるよう、適切

に対応していきます。

次に、２ページを御覧ください。収入未済の

解消についてです。

県税の収入未済額については、より一層の徴

収強化に努めた結果、前年度に比べ９，９４１

万円余減少しました。

このうち、収入未済額の約６割を占める個人

県民税については、互いに連携して滞納処分等

を実施している市町村に対し、県徴収職員の派

遣を通じて徴収技術の向上を図るなどの徴収強

化に取り組みました。

自動車税については、コールセンターによる
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未納のお知らせや、滞納整理の早期着手に取り

組むとともに、１２月の徴収強化月間を中心に

厳正な滞納処分を実施しました。

今後も、徴収技術向上のための研修会を通じ

て人材育成を図るとともに、県徴収職員の市町

村への派遣、クレジット納税や口座振替など納

税手段の多様化の推進等により、さらなる収入

未済額の圧縮に取り組んでいきます。

また、税外未収債権の縮減については、未収

債権の関係課へのヒアリング等を通じて、債権

管理マニュアルに基づく職員の取組の徹底や、

弁護士法人など外部による債権回収に取り組み

ました。

その結果、３０年度の税外未収債権は前年度

に比べ１億１，０５７万円余減少しています。

今後も引き続き、外部委託の手法も活用する

とともに、債務者や連帯保証人の行方不明や破

産等により、回収不能が明らかになった事案に

おいては、権利放棄の手続による不納欠損処理

など、取り得る手法の検討を行いながら、適正

な債権管理を徹底し、税外未収債権の縮減に取

り組んでいきます。

次に１１ページをお開きください。職員の時

間外勤務の現状と働き方改革についてです。

県では、県庁における長時間労働の是正をは

じめとする働き方改革を推進するため、平成３

０年３月に職員行動指針を策定し、また同年８

月に、職員の勤務実態を的確に把握することで、

業務の平準化と長時間勤務の縮減につなげるた

め勤務時間管理システムを導入しました。これ

により、職員の勤務時間に対する意識が徐々に

高まり、より適正な勤務時間の管理に取り組ん

でいます。

その一方、依然として多くの時間外勤務が行

われている職場もあり、また、所属長が命令し

た時間外勤務時間と、勤務時間管理システムに

よるパソコンの稼働時間にかい離があるなど、

勤務実態の把握と現状分析が不十分な所属も見

受けられます。

このかい離を縮減するため、所属長による事

前命令・事後確認の徹底、業務量の平準化や業

務遂行方法のアドバイスなどを実施するととも

に、職員のさらなる意識改革や業務遂行方法の

見直しを行います。また、勤務時間管理システ

ムにおける集計機能を改善し、所属において勤

務実態を正確に把握するとともに、人事課にお

いても勤務実態の把握及び分析に努め、各所属

と連携して、より一層の勤務時間の適正管理と

公務能率の向上に取り組み、長時間勤務の縮減

及び健康保持を図っていきます。

次に２２ページをお開きください。監査結果

に対する措置状況のチェックの徹底及び公表の

在り方並びに不祥事の再発防止策についてです。

ジオパーク関係委託事業に関する職員による

不祥事を受け、過去の監査での指摘事項等やそ

の措置について、各所属における継続的なチェ

ック体制を強化するため、事務引継書の様式を

改め、新旧所属長間で確実に引継ぎが行われる

ようにしました。

再発防止策としては、同一業務への担当期間

は原則として３年から４年を基本とするよう、

定期的な人事異動を徹底することとしました。

一方で業務の継続性や専門性活用等の事情によ

り、４年を超えて担当させなければならない場

合は、担当部局長が総務部長へ協議を行うこと

としています。

また、人事評価においては、能力評価の評価

要素の一つに倫理観・法令遵守を設定していま

す。人事評価面談を通じ、職員が高い倫理観と

使命感及び法令・服務規律の遵守を意識し行動

するよう促すとともに、所属長と職員が定期的

にコミュニケーションの場を持つことで、風通

しのよい職場づくりに取り組んでいます。

さらに、平成３０年１０月に会計管理局が開

催した班総括を対象とした研修において、今回

の事案を踏まえた決裁時におけるチェックポイ

ントを説明し、書類確認の徹底を図りました。

また、本年５月に開催した新任班総括研修では

新たに会計研修を実施しました。今後とも継続

していくとともに、公務員倫理についても、各

階層別研修や部局別研修において、繰り返し周

知を図っていきます。

続いて、お手元の平成３０年度における主要

な施策の成果について御説明します。
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５ページをお開きください。県有財産総合経

営推進事業です。

１の現状・課題、目的ですが、この事業は、

歳入確保策の一環として県有財産総合経営計画

に基づき、未利用財産の売却や貸付けなど、県

有財産の有効活用を推進することにより、歳入

の確保を図るものです。

２の事業内容ですが、未利用財産の計画的な

処分に向け、測量、不動産鑑定といった準備や

入札実施の広告等を行うことにより、売却や貸

付けを進めました。

３の事業の成果ですが、未利用財産の売却等

による収入額は平成２８年度から３０年度まで

の累計額の目標１７億７千万円に対し、実績は

２２億８００万円で、達成率は１２４．７％と

なっています。

４の今後の課題と方向性等ですが、継続・見

直しとしています。複数回入札を試みても応札

のない物件や、閉校となった学校用地など大型

物件の処分が課題であるため、効果的な広報に

取り組むとともに、市町村等との連携強化、利

活用の先進事例の調査・研究等を実施すること

により、未利用財産の有効活用を推進していき

ます。

次に６ページをお開きください。政策県庁を

担う人材育成推進事業です。

１の現状・課題、目的ですが、この事業は、

政策県庁を担う人材を育成するため、自治人材

育成センターにおける研修メニューの充実や、

女性職員のキャリア形成などを支援するもので

す。

２の事業内容ですが、①の地方創生実現のた

めの人材育成では、地域が真に求める政策を県

職員と市町村職員が合同で自主的に研究する地

域政策スクールの実施や若手職員の自主研究グ

ループの活動支援を行いました。また、各部局

が定める部局別人材育成計画に沿って実施され

る部局別専門・技術研修において、ＩＣＴや高

性能機械など革新的技術を導入したスマート農

業を推進するための先進地視察など６件のテー

マを地方創生枠として採択するなど、地方創生

に資する研修を実施しました。②の女性職員の

キャリア形成支援では、女性職員交流セミナー

の開催や育休職員に託児サービス付きの研修受

講機会を提供しています。

３の事業の成果ですが、研修生の受講満足度

９０％の目標値に対し、実績は８９．３％と、

目標をほぼ達成しました。

４の今後の課題と方向性等ですが、継続・見

直しとしています。年々増加する若手職員や女

性職員の人材育成に向け、若手職員が受講する

研修メニューの充実や、女性特有のライフイベ

ントを見据えた早い段階からのキャリア形成支

援を進めるなど、事業内容の充実を図り、政策

県庁を担う人材の育成を推進していきます。

次に、７ページを御覧ください。県・市町村

「創生人材」育成事業です。

１の現状・課題、目的ですが、この事業は、

地方創生に資する自治体職員を育成するため、

先進性・専門性の向上や幅広いネットワーク構

築につながる機会を提供するとともに、市町村

職員と県職員が共同で政策研究を行う実務研修

制度の充実に取り組むものです。

２の事業内容ですが、平成３０年度は、意欲

ある自治体職員の発掘・育成・ネットワーク化

を図るため、県及び市町村職員の自主活動グル

ープに対する支援や、「創生人材」交流・学習

会や地域づくり交流塾を開催するとともに、市

町村職員実務研修制度の充実を図りました。

３の事業の成果ですが、研修等参加者の満足

度平均の目標値８０点に対し、実績は９１点と

目標を達成しました。

４の今後の課題と方向性等ですが、終了とし、

自主活動グループに対する活動支援助成金は廃

止しますが、後継事業のスマート自治体転換推

進事業において、自主活動グループに対するフ

ォローや学習の場の開催支援、市町村職員実務

研修制度の充実及び地域づくり交流塾の開催に

引き続き取り組んでいきます。

続いて、平成３０年度に実施された行政監査

及び包括外部監査の結果について御説明します。

まず、行政監査結果についてです。

お手元の平成３０年度行政監査・包括外部監

査の結果の概要資料の１ページをお開きくださ
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い。

１にあるとおり、行政監査は財務に関する監

査とは別に、毎年度監査委員が県の事務執行に

ついて特定のテーマを選定し、適正性や効率性

等の視点を主眼として実施するものです。

次に、２にあるように、平成３０年度は防災

に必要な物資・資材等の管理についてを監査テ

ーマとし、３に記載の着眼点から監査を実施し

ていただきました。

５の監査の結果についてですが、改善事項と

して、資機材の保管環境の整備や状況確認・更

新等の措置など４項目、検討事項として、円滑

な物資の搬出、受取のための措置や物資の適正

管理など１０項目で御指摘を受けました。

最後に、６のまとめとして、防災担当部局に

よる防災業務関連の措置項目の一元的な取りま

とめや、優先順位の決定、その結果を踏まえた

各関係部局による予算措置の反映などについて

御提案をいただきました。

この監査結果のうち、総務部に関するものに

ついて御説明します。

４ページをお開きください。

項目欄の下から２番目、１７非常用電源設備

及び非常用発電機の（５）その他の監査結果等

にあるように、改善事項として、大分県業務継

続計画（西部地域版ＢＣＰ）において、非常時

の電力使用量が電力容量以下となるよう、あら

かじめ使用する電気設備を選択しておくと定め

ているが、当該選択がなされていないとの御指

摘を受けました。

指摘を受けた機関については、監査後速やか

に非常時に使用する電気設備を選択するととも

に、大分県業務継続計画（西部地域版ＢＣＰ）

に措置の内容を反映し、関係機関に周知を行っ

ています。

次に、包括外部監査の結果について御説明し

ます。

５ページをお開きください。

平成３０年度は、公共インフラ施設の管理と

老朽化対策に係る財務事務の執行について（道

路・港湾施設を中心として）をテーマに監査が

行われ、総務部に関しては公共施設等総合管理

指針や固定資産台帳に関するものなど、９件の

改善事項等と１３件の意見をいただきました。

６ページ及び７ページを御覧ください。

総務部関連のうち改善事項では、大分県公共

施設等総合管理指針について、総務省策定指針

に沿った内容となっていない点などの御指摘を

受けたところです。今後、総務省策定指針や各

県の策定状況等を踏まえた上で、総合管理指針

の改定に向けた取組を進めていきます。

次に、１７ページをお開きください。

総務部関連の意見のうち、意見４及び１８ペ

ージの意見５では、公共施設の執行管理体制の

整備等について御意見をいただき、本年４月の

組織改正において、総務部県有財産経営室に公

共施設総合管理班を新設しました。

また、１８ページの意見１１から１９ページ

の意見１９までについては、固定資産に係る処

理について内部統制が構築されておらず、チェ

ック機能が働いていない点等について御意見を

いただき、現在、改善に向けて各部局と協議を

行いながら検討しています。

山田知事室長 知事室分について御説明します。

一般会計及び特別会計決算事業別説明書の３

ページをお開きください。

第２款第１項第１目一般管理費の決算額は、

表の右上にあるとおり１億７，６１９万２，６

８２円となっています。

主な内訳としては、事業説明欄の一番上、給

与費が１億４，０８４万３，２９４円となって

いますが、知事、副知事及び知事室職員１３人

分の給与費です。

その下、秘書事務費２，１９６万６，６５８

円は、知事、副知事の用務及び秘書用務に係る

旅費等の経費です。

その下、表彰事務費４１８万２，６５２円は、

１１月３日の文化の日に行う功労者表彰や大分

県民表彰等、受賞者への記念品代等の経費です。

その下、第３３回国民文化祭、第１８回全国

障害者芸術・文化祭に係る行啓経費９２０万７

８円は、昨年１０月に皇太子殿下、同妃殿下を

お迎えして開催した国民文化祭、全国障害者芸

術・文化祭に係る行啓に要した経費です。
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中村行政企画課長 まず初めに、総務部関係の

歳入決算額の予算に対する増減額や歳出の不用

額など四つの項目について、一括して御説明し

ます。

お手元の決算附属調書の１ページをお開きく

ださい。

最初に、歳入決算額の予算に対する増減額に

ついて、主なものを御説明します。

まず、増収となったものについてです。表の

左端の科目欄の一番上、県税のうち県民税個人

が１，３５９万６，７２４円、県民税法人が１，

２８９万５，３９７円、中ほどの事業税法人が

１，５４４万８，６８３円の増となっています

が、いずれも徴収率が見込みを上回ったことに

よるものです。

続いて、１２ページをお開きください。一番

下、諸収入のうち収益事業収入宝くじ収入が８，

９３１万２，９８０円の増となっていますが、

こちらも見込みを上回ったことによるものです。

次に、減収となったものについてです。１０

ページをお開きください。

科目欄の一番上、繰入金のうち県有施設整備

等基金繰入金が７，１３９万８，０６３円の減

となっていますが、これは事業費が見込みを下

回ったことによるものです。

次に、１４ページを御覧ください。

科目欄の県債のうち農林水産業債が２８億９，

３００万円、その下、土木債が６８億７，７０

０万円、それぞれ減となっていますが、これは

事業費の減や、事業を令和元年度に繰り越した

ため、３０年度に県債の発行を行わなかったこ

とによるものです。

次に、１７ページを御覧ください。不用額に

ついて、主なものを御説明します。

科目欄の上から６行目、総務管理費の一般管

理費１，２５９万５４９円については、行啓経

費が見込みを下回ったことや、知事部局職員に

対する児童手当等の経費が見込みを下回ったこ

となどによるものです。

また、科目欄の下から７行目の賦課徴収費４，

６８６万３，２０３円については、償還金が見

込額を下回ったこと及び経費の節減によるもの

です。

科目欄の下から２行目、地方選挙費４，９１

９万２，２９４円については、地方選挙執行経

費の市町村交付金等が見込みを下回ったこと及

び経費の節減によるものです。

次に、２３ページを御覧ください。

科目欄の下から２行目、公債費の公債諸費１，

４７３万６，４２５円については、県債の発行

額が見込みを下回ったことに伴い、手数料に不

用が生じたものなどです。

次に、２５ページを御覧ください。収入未済

額についてです。

科目欄の一番上、県税が１４億９，７９１万

５２５円となっています。

主な税目については、科目欄の上から３行目、

県民税個人の８億６，６０９万１，６５７円や、

その４行下の事業税法人１億４，３７６万１，

８７８円で、主に税務調査による修正申告や更

正処分に伴うもので、課税の際、既に倒産や資

金繰りの悪化などにより、納付が滞っているも

のです。

また、科目欄の中ほどの自動車税８，６６５

万３，０３１円については、生活状況が厳しく

納付が困難な納税者がいることなどが主な要因

です。

その下の産業廃棄物税３億９万９，４３３円

については、税務調査により更正処分を行った

特別徴収義務者の納入が滞っているものです。

次に、３１ページを御覧ください。不納欠損

額についてです。

科目欄の一番上にあるように、県税が１億１，

７１１万６，９９５円となっています。

不納欠損額の主な税目は、上から３行目の県

民税個人が７，９７０万６，３９３円と最も大

きく、次いで、３２ページの科目欄の中ほど、

事業税法人が１，５５２万２，７１７円、３３

ページの自動車税が１，２３５万５，８３２円

となっています。

不納欠損処分の理由としては、主に倒産や行

方不明などによる滞納処分の執行停止から３年

が経過したことや、時効が完成したことなどに

よるものです。
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続いて、行政企画課関係の歳出決算の状況に

ついて御説明します。

決算事業別説明書の４ページを御覧ください。

第２款第１項第１目一般管理費の決算額は、

表の右上にあるとおり２億７，４０７万５０１

円となっています。

主な内訳としては、事業説明欄の一番上、給

与費２億２，４１１万８，００８円で、これは

行政企画課及び県有財産経営室職員２９人分の

給与費です。

また、上から３番目の外部監査費１，２３１

万８千円は、包括外部監査の実施に要した経費

です。

次に、５ページを御覧ください。

中ほどの第２項第１目企画総務費の決算額は

１，３０２万５，１１６円となっています。

主な内訳としては、事業説明欄の上から３行

目、全国知事会負担金８５６万８千円などのほ

か、九州地方知事会の連絡調整等に要した経費

です。

石掛県有財産経営室長 県有財産経営室分につ

いて御説明します。

決算事業別説明書の４ページをお開きくださ

い。

第２款第１項第７目財産管理費の決算額は、

表の右上にあるとおり６億５，１７９万１，２

８１円となっています。

５ページを御覧ください。

主な内訳として、事業説明欄の上から３番目、

知事公舎建替事業費３億７２０万４，２０２円

は、津波浸水のおそれがあり、老朽化が著しい

知事公舎の建て替えに要した経費です。

その一つ下、県有財産維持管理費３億１２３

万８，７８９円は、職員宿舎の管理等、県有財

産の総括的管理に要した経費です。

続いて、令和元年度に土木建築部から移管さ

れた事業についてです。２７８ページをお開き

ください。

事業説明欄の上から２番目、県有建築物保全

事業費１８億１，５３４万４，９４２円は、大

分県公共施設等総合管理指針に基づき、県有建

築物等の保全工事に要した経費です。

松原県政情報課長 県政情報課分について御説

明します。

決算事業別説明書の６ページをお開きくださ

い。

第２款第１項第１目一般管理費の決算額は、

表の右上にあるとおり１億８，４１１万３，０

４９円となっています。

これは、県政情報課、法務室及び公文書館職

員２５人分の給与費です。

次に、第４目文書費の決算額は１億８，３４

１万７，９７１円となっています。

主な内訳として、事業説明欄の一番上、文書

収発・浄書集中管理費６，９７７万４７５円は、

公文書の収受、発送、浄書に要した経費です。

次の法制事務費２，６６８万３，１３０円は、

条例・規則の制定・改廃、大分県報の発行等に

要した経費です。

７ページに移りまして、上から３番目の公文

書館運営費３，４３６万６，３８６円は、公文

書館における歴史的公文書の収集･管理等に要

した経費です。

後藤人事課長 人事課分について御説明します。

決算事業別説明書の８ページをお開きくださ

い。

第２款第１項第１目一般管理費の決算額は、

表の右上にあるとおり５１億２，２１２万９７

４円となっています。

主なものは、事業説明欄の給与費の超過勤務

手当と退職手当となっており、どちらも知事部

局等の職員分を人事課で一括計上しています。

その下、第２目人事管理費の決算額は１億５，

３７９万３，２２０円となっています。

主な内訳ですが、事業説明欄の上から２番目、

人事事務費１億７０７万３，７４９円は、人事

課非常勤職員の報酬や人事給与及び人事事務の

運営に要した経費です。

事業説明欄の一番下、職員研修費４，３２９

万７，９３９円は、職員の能力・意欲向上を図

るための各種研修に要した経費で、研修を実施

している公益財団法人大分県自治人材育成セン

ターに対する負担金等です。

次に、９ページを御覧ください。第３目職員
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厚生費の決算額は１億３，４８５万５，１０５

円となっています。

主な内訳ですが、事業説明欄の一番上、健康

管理事業費８，４４４万５０７円は、職員の定

期健康診断等に要した経費です。

その下、安全衛生管理事業費２，５６１万３

７９円は、労働安全衛生法や大分県職員安全衛

生管理規程に基づき、職場における安全衛生活

動等に要した経費で、主なものは産業医及び非

常勤保健師の報酬等です。

その下、福利厚生事業費１，３１６万７，１

７６円は、独単身者住宅の管理業務委託等に要

した経費です。

次の１０ページをお開きください。第９目恩

給及退職年金費の決算額は１，３６２万４，８

５３円となっています。これは、昭和３７年の

共済制度発足以前に退職した方やその遺族に対

し、年金にあたる恩給を支給したものです。

その下、第１０目諸費の決算額は２，６００

万７，０２９円となっています。これは、職員

住宅の維持管理に要した経費です。

佐藤財政課長 財政課分について御説明します。

決算事業別説明書の１１ページを御覧くださ

い。

第２款第１項第１目一般管理費の決算額は、

表の右上にあるとおり２億５８７万１３９円と

なっています。

主な内訳としては、事業説明欄の一番上、給

与費が１億８，１３０万３，７４８円となって

いますが、財政課職員２４人分の給与費です。

その下、第５目財政管理費の決算額は４，７

９４万３，４８１円となっています。

主な内訳としては、予算編成、財政実態調査

及び財政報告経費１，８０２万７，５１３円と

なっていますが、予算編成や各種財政調査に要

した経費で、予算編成システムの管理等委託料

などです。

次に、１２ページをお開きください。

事業説明欄の一番上、新公会計システム開発

事業費４３２万円は、全国統一の新たな基準に

基づく財務書類作成のために要した経費で、そ

の下、予算編成システム改修経費３３２万５，

９６８円は、新元号へ対応するために要した経

費です。

その下、諸費ですが、これは平成２５年度に

一般財団法人となった県職員互助会及び警察職

員互助会から、職員貸付金の返還分に係る残余

財産の年度別計画による寄附を受け入れて県有

施設整備基金へ積み立てたものです。

その下、第２項第２目企画調査費の決算額は

１７６万３１４円となっています。これは、お

おいた元気創出基金に運用利息を積み立てたも

のです。

続いて、第１２款第１項第１目元金です。決

算額７２７億１，２０７万８，７８１円と、次

の１３ページの第２目利子、決算額７９億８，

５３０万４，７４１円については、県債の償還

に必要な元金及び利子を公債管理特別会計へ繰

り出すほか、１２ページの元金について、市場

公募債の満期一括償還に備え減債基金へ積み立

てるものです。

１３ページの第３目公債諸費の決算額は１億

８，７４７万１，５７５円となっています。こ

れは、市場公募債などの発行時に金融機関等に

支払う手数料などです。

次に、１４ページをお開きください。

第１３款第１項第１目積立金の決算額は６８

億４８１万９，７４１円となっています。これ

は、財政課所管の四つの基金に運用利息の積立

てを行ったほか、２９年度決算剰余金の一部を

条例に基づき財政調整基金及び減債基金に積み

立てるとともに、３０年度最終専決補正予算で

今後の県有施設の計画的な保全等に備え、県有

施設整備基金に積立てを行ったものなどです。

その下、第１４款第１項第１目予備費です。

予備費充当額は、事業説明欄の右端にあるとお

り６，４９９万５，５９１円で、個別の充当額

については、各部事業課において本冊子に計上

しています。

次に、１５ページを御覧ください。公債管理

特別会計についてです。

この特別会計は、借換債の発行額が年々増加

していく中で、一般会計の実質的な予算規模を

把握するとともに、公債費の経理を明確化する
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ことを目的として、平成１７年度に設置したも

のです。

この特別会計の３０年度決算のうち財政課分

ですが、まず、第１款第１項第１目元金は決算

額１，２０５億３，３０７万８，７８１円で、

その下、第２目利子は決算額７９億８，５３０

万４，６２２円です。

元金の事業説明欄の上から２番目、元金（借

換債分）５０６億２，６００万円は、３０年度

に借換えを行ったもので、その他は、一般会計

からの繰入金を財源として県債の元金償還と利

子の支払を行ったものです。

一番下、第３目公債諸費の決算額は４，１９

５万８，３９７円となっています。これは、借

換債の証券発行に係る手数料や償還時の利払手

数料などです。

吉冨税務課長 税務課分について御説明します。

決算事業別説明書の１６ページをお開きくだ

さい。

第２款第３項第１目税務総務費の決算額は１

３億８，３０６万２６６円となっています。こ

れは、県税の賦課徴収に従事している税務職員

１８９人分の給与費が主なものです。

その下、第２目賦課徴収費の決算額は２９億

９，７１６万５，７９７円となっています。

主な内訳としては、事業説明欄の一番上、県

税事務運営費６億６，９７６万１，８１１円と

なっていますが、法人二税等の還付金である償

還金利子及び割引料が主なものです。

その下、県税徴収事務費２０億５，３６８万

９，２９７円となっていますが、個人県民税を

徴収した市町村に対し、規定額を交付する県民

税徴収取扱費が主なものです。

次に、１８ページをお開きください。

第１３款第２項第１目地方消費税清算金の決

算額は２９９億６，３２５万７千円となってい

ます。これは、本県に納入された地方消費税を、

配分割合に応じて他の都道府県へ支出するもの

です。

次に、２０ページをお開きください。

第６項第１目地方消費税交付金の決算額は２

１８億４，０６２万３千円となっています。こ

れは、清算後の地方消費税相当額の２分の１を、

県内の市町村に対し、市町村の人口及び従業者

数で案分して交付するものです。

なお、それぞれの交付金の市町村別の交付状

況については、２３ページから２６ページに記

載しています。

塩月市町村振興課長 市町村振興課分について

御説明します。

決算事業別説明書の２７ページをお開きくだ

さい。

第２款第１項第１目一般管理費の決算額は、

表の右上にあるとおり３，１９６万３，６５７

円となっています。これは、市町村振興課職員

２８人のうち５人分の給与費です。

その下、第８目県庁舎別館及振興局費の決算

額は１３億４，９８７万８４８円となっていま

す。

内訳としては、事業説明欄の一番上、給与費

１１億６，５１８万２，１４１円となっていま

すが、振興局職員１５４人の給与費です。

その下、振興局運営費１億８，４６８万８，

７０７円となっていますが、清掃等委託料のほ

か、振興局の運営に要した経費です。

次に、２８ページをお開きください。

第２項第２目企画調査費の決算額は１６１万

５，３８４円となっています。これは過疎地域

自立促進特別措置法に基づく、過疎地域の振興

対策の推進に要した経費です。

その下、第４項第１目市町村連絡調整費の決

算額は２億７，６５３万５７６円となっていま

す。

主な内訳としては、事業説明欄の一番上、給

与費が１億４，０６２万５，５３６円となって

いますが、市町村振興課職員２１人分の給与費

です。

上から３番目、市町村行政基盤拡充事業費５，

８５４万円については、市町村における権限移

譲事務の執行に要した経費です。

次に、２９ページを御覧ください。

中ほどの第２目自治振興費の決算額は４億９，

７５４万７，１３０円となっています。これは、

公益財団法人大分県市町村振興協会に対する全
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国自治宝くじの収益金交付などに係る経費です。

次に、３０ページをお開きください。

第５項第１目選挙管理委員会費の決算額は１，

７２５万８，５１１円となっています。これは、

市町村振興課職員２人分の給与費と選挙管理委

員４人分の報酬など委員会の運営に係る経費で

す。

その下、第２目選挙啓発費の決算額は１，８

０５万３，６６９円となっています。これは、

明るい選挙推進事業費や、平成３１年４月に執

行された大分県知事選挙及び大分県議会議員選

挙の啓発活動に要した経費です。

次に、３１ページを御覧ください。

第３目地方選挙費の決算額は２億２，００９

万５，７０６円となっています。これは、平成

３１年４月に執行された大分県知事選挙及び大

分県議会議員選挙の執行管理に要した経費です。

兼子総務事務センター所長 総務事務センター

分について御説明します。

決算事業別説明書の３２ページをお開きくだ

さい。

第２款第１項第１目一般管理費の決算額は、

表の右上にあるとおり４億４２５万９，６１８

円となっています。

主な内訳としては、事業説明欄の一番上、給

与費が８，１１６万５，９１３円となっていま

すが、総務事務センター職員１１人分の給与費

です。

その下、総務事務集中処理事業費が６，５４

２万４，９２７円となっていますが、職員の給

与及び旅費の事務を行う非常勤職員の雇用及び

総務事務システムの改修・運用等に要した経費

です。

その二つ下、児童手当費２億５，４１４万円

については、総務事務センターにおいて一括し

て計上している知事部局等の職員に支給した児

童手当等です。

元吉委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔・明瞭に答弁願います。

事前通告が４名の委員から出されていますの

で、まず事前通告のあった委員の質疑から始め

ます。

堤委員 まず、決算事業別説明書の１６ページ、

県税徴収事務費で、地方税法、同法施行令、同

法施行規則の改正についての通知では、滞納処

分をすることによってその生活を著しく窮迫さ

せるおそれのあるときは、その執行を停止する

ことができるとなっていますけれども、これは

どのような場合を想定しているのか。

また、換価の猶予制度は、昨年は職権で１０

件、申請によるものが４件と相変わらず低調で

す。窓口で猶予のお知らせのチラシは配ってい

る、説明しているとのことですけれども、なか

なか周知されていないと思いますが、その点は

どうか。

過去に生命保険や中小企業者の売掛金等の差

押えをしたケースはあるのか。

二つ目には、決算事業別説明書の１７ページ、

税務業務アウトソーシング推進事業の自動車税

業務や課税業務の委託料ですけれども、どのよ

うな業務をどこに委託したのか。また、外部委

託することによって、どのような成果があった

のか。当然、非常に重要な個人情報ですから、

それについての管理はどう徹底されているのか。

最後に、決算附属調書の３７ページ、県税及

びその加算金について。収入未済額で１１億６

千万円。また、欠損額もかなり大きいんですけ

れども、行方不明や経済的な問題など、様々な

事情があると考えられます。このような滞納者

こそ、様々な猶予制度等の話をして理解しても

らうことが大切と考えますが、こういう方々に

対しての対応は、窓口及び徴収事務をする職員

に徹底してきていたのかお伺いします。

吉冨税務課長 まず１番目、滞納処分をするこ

とによって生活を著しく窮迫させるおそれがあ

ることはどのような場合を想定しているかとい

う御質問です。

納税者の財産について、滞納処分を行うこと

によって生活保護法の適用を受けなければ生活

を維持できなくなる程度の状態を想定していま

す。そのため、納税者の財産や収入などを十分
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に調査し、厳正な滞納処分を行うのか、滞納処

分の執行停止を行うのかを判断しています。

また、換価の猶予制度のチラシの活用につい

ては、県税事務所の窓口に設置し、納税相談の

際にチラシを用いて説明を行っています。また、

あわせて県庁ホームページにも掲載しています。

続いて、過去に生命保険や中小企業者の売掛

金等の差押えをしたケースはあるのかという御

質問ですが、県税の滞納整理にあたっては、早

期納税を促すとともに、資力がありながら納付

をしない納税者に対しては、納期内に納付を行

った納税者との公平を欠くことのないよう、差

押えなど厳正な滞納処分を行っています。その

一つとして、生命保険や中小企業者における売

掛金などの差押えを行っています。

２番目、税務業務アウトソーシング推進事業

はどのような業務をどこに委託したのか、どの

ような成果があったのかという御質問です。

まず、自動車税管理室というところがありま

す。自動車税と自動車取得税を取り扱う事務所

ですが、そこでの申告書の受付と、それに伴う

現金収受などの業務を一般財団法人九州陸運協

会などに委託しています。

課税業務においては、課税に係る業務補助と

して、法人税、個人事業税及び不動産取得税に

ついて、納税通知書などの印刷から発送までの

業務を印刷業者に委託しています。また、法人

から提出のあった法人二税の申告書について、

県の税務システムへの入力業務を情報サービス

業者に委託しています。

これらの業務を委託することにより、これま

で職員が行っていた定型的な業務が削減された

ことで、課税に係る調査業務や申告書の審査な

ど、より専門性の高い業務に専念できることと

なり、税務職員としての人材育成につながると

ともに、税収の確保にも寄与していると考えて

います。

３番目、様々な猶予制度の滞納者への説明対

応を窓口及び徴収担当職員に徹底しているのか

という御質問です。

委員がおっしゃった収入未済額１１億６千万

円は、滞納繰越分の収入未済額です。そういっ

た多額の収入未済額がある中で、県税職員には

公平・適正な課税と徴収が求められています。

一方で、納税の猶予制度等の適切な運用につい

ては、納税相談等の際に納税者の話をよく聞い

て、事業や生活の実態を正確に把握することが

重要だと考えています。職員には、税の制度の

知識がもちろん不可欠ですが、知識のみにとど

まらず、そうした考え方が重要であることから、

県税の担当者会議や研修会等の場において、周

知徹底を図っています。

堤委員 確かに、猶予制度は窓口で説明してい

ると思われるけれども、余りにも件数が少な過

ぎる。これは、説明はするけれども、職権の範

囲ということで、職権でやっている部分が多分

あると思う。申請がきちっと法律上認められて

いる、つまり納税者の権利として認められてい

るわけだから、もっと積極的に窓口で担当者は

説明しなければならないと思います。これは要

望しておきます。

差押えの件で、生命保険とか売掛金は昨年の

１年間でどれぐらいあったか、件数を教えてく

ださい。

アウトソーシングの件で個人情報について、

当然、納税という一番大事な部分の個人情報を

与えるわけだから、その管理をぴしっとしない

といけない。そこら辺は、過去漏れたケースは

ないのかどうかとあわせて、その管理をどうし

ているか再度お伺いします。

それと３番目ですけれども、最初と関係する

んですが、国税庁が発行している猶予制度の取

扱要領というのがあるよね。あの中に３点、猶

予についての考え方があるんだけど、その中で

一番大事なものはどれと考えているのか再度聞

きます。

吉冨税務課長 まず、生命保険、中小企業者の

差押件数、処分はどの程度行ったのかというこ

とです。３０年度の実績として、生命保険につ

いては８６件、中小企業者に対する売掛金は１

４件行っています。

２番目、アウトソーシング推進事業における

業務に係ることですが、委託に際して、納税者

に関する情報は、委員がおっしゃったように、
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特に慎重に保護すべきことですので、徴税吏員

の管理下で行わせることや、情報の目的外の使

用の禁止、委託業務の再委託の禁止を徹底する

ことに留意しています。

また、委託に伴う個人情報等のデータに関し

ては、事業者が廃棄又は消去して、その証明書

を県に提出することとなっていて、さらに必要

に応じて現場に立ち会うこともできます。

また、情報が漏れたことがあるのかというこ

とですが、昨年度１７万件を超える業務を委託

していますが、個人情報の漏えい等は起きてい

ません。

最後に、国税との関係ですが、相手をよく見

て相談するのはもちろんなんですけれども、そ

の納税者が払えるのに払わない方なのか、払い

たくても払えない方なのか、いろんな相談を受

けますけれども、そこを話す中でまず見極めて

いくこと、そういうのが必要だと考えています。

やはり人と人です。ですから、相手の方が本当

にそういう状況であれば、さきほど言ったとお

り、十分な調査を行った上で対応しています。

堤委員 中小企業の売掛金が１４件とあったん

だけれども、その１４件の方々、多分資力が、

一般的には預金又は財産等がなくて、売掛金を

差押えしたのかなと思うんですが、その売掛金

というのは、払う人件費とかいろんなものが含

まれているわけね。それを差押えするというこ

とは、結局商売やめろと言うのと一緒なんやね。

そこら辺の感覚というのは、その売掛金の１４

件ではどうだったのか。多分悪質とみなしたん

だろうね、差押えしているんだから。そこら辺

はどう判断したの。

吉冨税務課長 差し押さえる財産の選択にあた

っては、納税者の保有する財産や生活又は経営

状況を十分に調査した上で差押えを行っていま

す。ただ、やはり納税者における生活の維持や

事業の継続に与える影響が少ない財産から、差

押えを行っています。

高橋委員 決算事業別説明書の４ページ、また

主要な施策の成果の５ページ、県有財産総合経

営推進事業に関する質問をします。

売却困難財産の処分に向けた取組に加え、そ

の条件整備を行うことが課題と書かれています。

予算が約２，１７４万円に対して決算が約１，

６９０万円ということで、その中でも数回入札

を行っても応札者が出ない、そういう売却困難

物件があると書かれていますけれども、具体的

に言うと、どういう物件を指してこれを言って

るのかということ。売れないからには、何がし

かの条件が整ってないんだろうと思いますけれ

ども、現状、それから今後の売却も含めて見通

しがどうなっているのかお尋ねします。

また、さきほど説明の中でもあったかとは思

いますけれども、そういうものの維持管理につ

いて、特に売却困難物件の維持管理にはどの程

度の費用がかかったのか具体的に教えていただ

ければと思います。

石掛県有財産経営室長 売却困難物件について

お答えします。

過去に入札を実施して応札者のなかった未売

却物件は、そのほとんどが旧県立農業高校の農

場や旧職員住宅等の宅地となっています。これ

らの物件に応札者がないのは、農場ではアクセ

スの悪さ、また宅地では直接道路に接していな

いなど立地条件の悪さが理由と考えられること

から、売却の見通しは厳しいものがあると考え

ています。

しかしながら、昨年度、入札時の新聞広告を

二次利用したチラシを作成し、県内の主な金融

機関等で配布を行ったところ、過去に応札のな

かった物件が売却できたことから、引き続き効

果的な広報に努め、売却困難物件の縮小に取り

組んでいきます。

維持管理については、原則、財産を所管して

いる部局が行っています。県有財産総合経営推

進事業費で支出したものについては、県有財産

経営室が所管している旧宿舎の草刈り等に要し

た経費で、平成３０年度は１８１万７千円です。

高橋委員 そうなると、早期に条件整備を行う

ことが課題と書かれていますけれども、そうい

うアクセスが悪い、立地条件が悪いところには

具体的に今後何がしかの改善等を加えていく。

早期の条件整備というのは、そういうことを指

していると捉えていいんですか。
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石掛県有財産経営室長 入札する物件について

は、条件の整備、境界とか登記不明者がいない

とか、そういう条件を整備した上で入札してい

ます。ここであげている条件整備については、

入札する段階の前の状態のもので、そこに里道

があるとか、そういう環境整備をした上で入札

するように早期に整備していきたいという内容

で書いています。

高橋委員 県有財産というのは県民の財産でも

ありますし、遊ばせておくという言い方は悪い

けれども、少しでも早く利活用できるような手

段、方法がやっぱり求められていくんではない

かなと思いますので、そこら辺については今後

とも県の方で措置をよろしくお願いしたいと思

います。

守永委員 私からは２項目通告していましたけ

れども、そのうちの１項目は総務部の所管では

ないことが判明したので、取り下げます。そし

て羽野委員が今日欠席されているので、羽野委

員が通告した分を私から質問したいと思います。

よろしいでしょうか。

元吉委員長 はい。

守永委員 まず一つが、職員の働き方改革に絡

んでなんですが、平成２９年度決算特別委員会

審査報告書に対する措置状況報告書の１１ペー

ジに、所属長の勤務命令と勤務時間管理システ

ムとのかい離を縮小するために、業務量の平準

化や業務遂行方法のアドバイスなどを実施し、

さらなる意識改革や業務遂行方法の見直しを行

うとあります。組織体制として一番苦労してい

るのが班総括や課長補佐級の方々で、職員の健

康状況にも気を遣いながら、自らの担当業務を

執行している状況だと耳にします。そういう状

況の中で、そもそも人員が足りていないんでは

ないかと思うんですが、人事課として部局横断

的に見てどのように分析されているのかお伺い

します。

次に、自動車税のコンビニ納付についてです

が、決算事業別説明書１６ページに記載の自動

車税コンビニ収納等委託料が１，０１３万２，

７９４円とありますけれども、１件当たりの委

託料金がいくらなのか。何件ぐらい徴収してい

るか教えていただきたいと思います。委託料が

年々増加していると思うんですが、収納件数の

推移がどのようになっているのかお伺いします。

同じく自動車税徴収強化対策事業費が５５４

万円余りの決算となっています。この事業につ

いては２９年度の自動車税自主納付促進事業費

の切替え事業だと思うのですが、２９年度の決

算書ではその事業が２９４万８千円余りとなっ

ていますが、どのような取組内容に変わってき

たのか、その辺をお伺いします。

後藤人事課長 職員の働き方改革について御質

問いただきました。

知事部局職員の時間外勤務は、平成２６年度

から昨年度までの５か年平均で言うと、本庁で

は福祉保健部、土木建築部、生活環境部で多く、

地方機関では土木建築部、福祉保健部で多くな

っています。行財政改革により職員定数の削減

を行ってきましたが、定数配分にあたっては、

選択と集中により業務量が増加している部分に

ついて重点的に職員を配分しており、これまで

少子化対策や障がい者支援、児童相談所等の民

生・福祉部門、それから地球温暖化対策、自然

保護等の環境保全部門、それから防災部門につ

いて増員を行っています。土木部門についても、

１２土木事務所体制を継続しており、近年の災

害発生状況を踏まえ、土木技術職員の増員を図

っています。

今後とも業務量を十分に勘案し、特定の職員

に業務が集中することのないように、実態に応

じた定数配分に努めるとともに、スクラップ・

アンド・ビルドの徹底やＩＣＴの導入等による

業務効率化を進めるなど、より一層の勤務時間

の適正管理と公務能率の向上に取り組むことに

より、長時間勤務の縮減及び職員の健康保持を

図っていきたいと考えています。

なお、平成３０年４月１日時点の本県の一般

行政部門における人口１０万人当たりの職員数

を見ると、人口が類似する２４県中１２位と、

中位になっています。

吉冨税務課長 自動車税のコンビニ納付につい

て、まず、自動車税のコンビニ収納委託料は１

件いくらか。委託料が年々増加していると思う
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が、収納件数の推移はどうかという御質問でし

た。

コンビニ収納委託料は、１件当たり消費税別

で５５．６円です。収納件数については、３年

前の２８年度は約１６万６千件。２９、３０年

度は約１６万９千件とほぼ横ばいになっていま

す。それに伴い、委託料も１千万円程度で推移

しています。

次の自動車税徴収強化対策事業費５５４万円

余の件の御質問です。この自動車税徴収強化対

策事業費については、委員がおっしゃったよう

に、２９年度に自動車税自主納付促進事業費と

税務事務電算化推進事業費というのがありまし

た。その中の自動車税の口座振替依頼書データ

処理委託事業費を統合して切替えたものです。

既存の事業を整理、統合したもので、主な事業

内容に変更はありません。

どのような取組でということですが、事業の

内容としては、自動車税の納期内納付の広報等

の啓発活動や自動車税の納付期限を過ぎても納

税していない方に対して、早期の納税の呼びか

けを行う自動車税納税お知らせセンターの設置

等を行ったものです。

守永委員 職員の定数については、業務の集中

度、また繁忙状態を考慮しながら、それぞれの

分析を基に必要なところには配置をしていると

いうことなんですが、全体のパイが同じ中で、

忙しいところに重点的に持っていくとしても、

やはり全体として超勤実態が減っていくわけで

はないのかなと思っています。昨年から新たな

システムが入ってきた中で、パソコンで集約さ

れた稼働時間と実際の超勤命令時間とのかい離

から、超勤の実態がこれから精査されていくと

思うんですけれども、そういった実態も踏まえ

ながら、必要な場合には人員増そのものを検討

いただくようにお願いしておきたいと思います。

それと、税務に関しては状況がよく分かりま

した。一つお尋ねしたいのが、自動車税の納付

期限が５月末なんですけれども、期限内に納付

される方がどのくらいいらっしゃるのかという

ことと、どうしてもボーナスが６月、７月とい

う時期なので、期限を超えてボーナスが出てか

らという方も多いんじゃないかと思います。納

期限を６月末とか７月末に変更するというのが

できないのか。これは県で決められることじゃ

ないかと思うんですけれども、答弁をお願いし

ます。

吉冨税務課長 令和元年度の期限内の納付率は

７８．５％です。

それと、納期限を後ろにずらせないかという

話なんですが、やはりこれは大事な自主財源で、

早期に１４０億円余りの税収が入ります。その

額が１か月遅れて入ることになると、それだけ

借金をするなり事業に使うのが遅くなるという

ことになりかねませんので、ここのところは大

分県としては変えるつもりはありません。

守永委員 財政が厳しい中でのそういう事情も

よく分かりました。納期内に約８割納めていた

だいているのは、やはり県税の職員の方々が広

報等、頑張っていらっしゃるということだと思

いますので、そういった取組をぜひ積極的に頑

張っていただきたいと思います。

元吉委員長 ほかに、事前通告されていない委

員で質疑はありませんか。

二ノ宮委員 決算事業別説明書の３０ページの

第５項の選挙費についてお聞きします。

初めに、第３目地方選挙費の中の市町村交付

金、さきほど不用額の説明があったんですけど

４，９１９万２千円の不用額があがっていまし

た。これは県議選で無投票になった地区があっ

たからかなと思っているんですけど、その確認

です。

それから２点目は、第２目選挙啓発費です。

明るい選挙推進事業費というのがあるんですけ

ど、私はどうしても明るい選挙という意味がよ

く分かりません。どういう具合に捉えているの

か。昔は明推選挙という言葉を使っていたんで

すが、明るい選挙とはどういうものだろうかと、

いつも心配しています。その中の事業、特に若

者を中心としたどういう事業をやったかという

ことを教えてください。

それからもう一つは、やはり投票率の向上だ

と思うんです。その下の地方選挙臨時啓発事業

費の中に、違反のない明るい選挙の推進及び棄
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権防止のためというのがあります。ここでもい

ろんな事業をやっていると思います。そのこと

について、できれば詳細に教えてください。

塩月市町村振興課長 まず、地方選挙の執行経

費の残の関係ですけれども、御指摘のとおり、

今回については県議選で無投票になった影響が

一番大きいと考えています。

それから、明るい選挙推進事業の明るい選挙

ということですが、これも御指摘のとおり昔か

ら明推選挙という言い方がされていて、清く明

るい選挙というのが言葉の始まりです。現在も、

全国の明推協がありますし、各県もこの名称を

使用していますので、本県においても使用して

います。

それから、実際の具体的な事業ですが、選挙

の際の啓発事業については、常時啓発、これは

選挙のないときも行っている啓発事業です。例

えば、ポスターコンクールとか出前授業ですね。

力を入れているのが出前授業です。こういった

ものは選挙のないときも必ず行っています。そ

れから、臨時啓発事業として、選挙の直前にテ

レビのＣＭとかラジオのＣＭ、街頭での啓発物

資の配布、選挙のポスター、そういったものに

よる啓発活動を行っています。

二ノ宮委員 今、投票率の向上の事業について

お聞きしたんですけど。

塩月市町村振興課長 投票率の向上の事業が、

この常時啓発事業であり、臨時啓発事業である

と考えています。選挙の前に、さきほど言いま

したテレビのＣＭとかを行っていますけれども、

やはり大事なのは常時啓発だろうと思っていま

す。選挙の出前授業、これは有権者でない小学

生とか中学生にも選挙の大切さを知ってもらう

事業ですけども、こういった常時の啓発事業に

力を入れています。

二ノ宮委員 この明るい選挙推進事業の中に若

者を対象にしたと載っていますが、ちょうど私

の友達の子どもが大学生なんですけど、県下で

確か１５名ぐらいの若者を集めて、そして明る

い選挙のためにどういう事業があるかというこ

とを考えて実践してもらったと思うんです。そ

の中で私が聞いたのは、投票所に花を飾ったり

とか、絵を飾ったりと。そういうのが僕は明る

い選挙かなって思ったんですよね。もちろん、

そのことはいいんですけど、やはり選挙に来て

もらわんとですね。いくらそこを明るくしても

と思っています。

ちょっと言葉はきついんですけど、やはりこ

ういうことでは手ぬるいと。もう少し投票率を

上げる取組をやっていかんと大変なことになっ

てくるんじゃないかと思っています。そのため

には、例えば小さいときから政治に関心を持つ

とか、それから選挙の大切さを学ぶ、社会の公

民だと思うんですけど、そういうものにもう少

し力を入れていかなければ、投票率は下がる一

方だと思っています。だから、付け焼き刃的と

言うと、ちょっとおかしいんですけど、そのと

きだけにポスターを貼ったりとか会場を飾った

りということじゃなくて、もう少し根本的なと

ころから投票率の向上に取り組むべきだと思っ

ていますが、いかがでしょうか。

塩月市町村振興課長 おっしゃるとおり、若者

の意見を取り入れて、別府市の期日前投票所の

飾り付けをしました。それは投票所が堅苦しく

て行きにくいのではないかという若者の意見が

あったので、実験的にやってみたものです。お

おむね好評だったと把握しています。

それから、投票率に対する危機感ですけれど

も、おっしゃるとおりでして、そういう意味で

私どもも出前授業に力を入れてきています。こ

れからも投票率の向上に向けて努力していきま

すので、よろしくお願いします。

吉村委員 政策県庁を担う人材育成推進事業費

について伺いたいと思います。

この中で女性職員のキャリアアップと述べら

れていますが、キャリアアップなので、それに

呼応して当然スキルアップという部分も外せな

いと思うんです。女性職員のスキルアップとい

う部分での取組を具体的に教えてください。

後藤人事課長 女性の活躍の御質問という受取

をさせていただきます。今、計画的な定数削減

を行っていない関係もあり、採用数が増えてい

て、４割ぐらいが女性職員になっています。

ということで、女性職員の人材育成が今後の
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県庁の業務を進めていく上でなくてはならない

状況になっています。ただ、女性職員において

は、どうしても職場を離れざるを得ないライフ

イベントとして出産、育児等がありますので、

意識の醸成を図るため、若い女性職員を対象と

した研修も行っています。女性交流セミナーで

民間で活躍されている女性の講演を聞く、意見

交換するという場を設けています。

さらに、人事配置の工夫においては、できる

だけ若い時期に、例えば予算、人事管理、事業

部門、そういったところに積極的に配置するこ

とにより、職場を離れる時期があっても、復職

していろんな業務に取り組めるようにしていま

す。

吉村委員 急にキャリアアップを思い付いても、

なかなかできないのが現状かと思いますので、

ぜひ入庁のときとか、そういった研修会等で、

こういった形でキャリアアップの道があるんだ

というのを示せるよう取組を進めていただけれ

ばと思います。

あわせて、当然女性だけが子育てを担うわけ

ではないと思っています。今、積水ハウスです

かね、２０１８年９月から男性も育休を取るよ

う義務化していると伺っています。当然メリッ

ト、デメリットはあるとは思いますが、県庁内

でも様々、男性の育休制度があると思います。

実際、どの程度の方が利用されているのか、そ

の人数、また割合が分かれば教えてください。

後藤人事課長 育児休業については、余り数は

ありませんで、知事部局では昨年度６名、育児

休業の実績がありました。ただ、男性が育児に

参加する休暇で、出産補助休暇３日間、育児参

加休暇５日間の特別休暇があります。次世代育

成支援の計画においては、そのいずれかの完全

取得を目標に掲げています。詳細な率は把握し

ていませんが、配偶者の出産で８割以上の方が

出産補助休暇の３日、あるいは育児参加休暇の

５日、あるいはその両方の完全取得を行ってい

るという状況です。

ただ、まだ育児休業については取得が少ない

状況ですので、引き続きその啓発を進めていき

たいと思っています。

吉村委員 大きな企業でも、なかなか育休が進

まないという現状もあると思います。実際、育

休を２か月、３か月取って帰ってきたときに、

改めて男性が活躍できるかと言うと、それはも

うそのポストがないんじゃないかという返答を

する大企業の役員の方もいらっしゃるとも伺っ

ています。ぜひ県が引っ張りながら、男性も子

育てに参加できる、そして女性がより活躍でき

る環境づくりに取り組んでいただければと思っ

ています。

元吉委員長 ほかに、委員の皆さんで質疑はあ

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 それでは、事前通告が１名の委員

外議員から出されていますので、事前通告のあ

った委員外議員の質疑を行います。

猿渡委員外議員 決算事業別説明書の３０ペー

ジから３１ページ、さきほども質疑があった選

挙に関してです。

中津市で、重度の障がい者の方、車椅子の障

がい者の方が投票日に投票に行って、投票所の

駐車場まで行ったんだけれども、雨がひどくて

車から降りることができなかったと。ヘルパー

が、投票所の職員にどうしたらいいかと相談し

たけれども、無理ですということで諦めたと。

その日が投票日だったので、とうとう投票でき

なかったという事例がありました。

ところがその後、中津市選管の方から、実は

投票できたと。こういう場合、車の中で投票す

ることが可能だったということが分かって、こ

の方の自宅におわびに見えたと。穏便な話合い

で、わざわざありがとうございますということ

で、その後、こういう問題を考え合う場もみん

なで持とうと、そういうことも行われたと聞い

ています。

障がい者や高齢者の投票する権利をしっかり

保障するために、可能な投票方法を市町村の選

管に徹底することが大事かと思います。そして、

県民にしっかりと周知することが大事だと思い

ますけれども、その辺の取組はどうでしょうか。

この問題の後に、市町村選管に、こういう場合

には投票できるということを周知したんでしょ
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うか。

不在者投票ですね。例えば、仕事の都合で県

外に行っている方が早めに手続をすれば、その

時点で滞在している市町村で投票できるという

システムがありますけれども、そういう方法も

余り知られていないと思います。そういう点で、

いろんな投票方法を周知すべき、徹底すべきと

思いますが、どうでしょうか。

塩月市町村振興課長 中津市の選挙管理委員会

の対応に関する御質問をいただきました。

県選挙管理委員会としては、今回の中津市の

事例については、職員に、可能な限り障がい者

の投票権を保障しようという意識が欠けていた

ため生じた事例であると考えています。このた

め、まずは投票所で対応する全ての職員が障が

い者に配慮した丁寧な対応を行うよう、市町村

選挙管理委員会に徹底していきたいと考えてい

ます。

あわせて、障がい者や高齢者が可能な投票方

法について、１１月に開催予定の研修会等にお

いて、市町村選挙管理委員会に対して徹底する

とともに、県や市町村のホームページ等を通じ

て周知することとしています。

また、中津市に関しては、この事案を受けて

市報で広報し、それからホームページに投票方

法を周知するページを設けているところです。

猿渡委員外議員 市民の方からよく言われるん

ですけれども、統一地方選挙は４月に行われま

す。４月の時期というのは、転勤だとか進学だ

とかで県外に出る方が多いですよね。３か月前

までに転入した方でなければ、そこの市町村で

投票できないと思うんですけれども、そういう

ケースですね。例えば、４月に転勤なり進学な

りで県外に行って、４月末に行われる市議選な

どもありますけれども、そういうものに投票す

る方法はありますか。

塩月市町村振興課長 転出日と年齢とか、個人

個人で若干異なりますけども、登録されるには

３か月必要で、転出して、その後に選挙が行わ

れたときに投票ができなくなるケースが多いと

思います。通常、３月に転出する進学とか就職

の方については、選挙期日にもよりますけれど

も、県内で投票して県外に出ていただくことを

お願いしています。教育委員会を通じて学校に

文書でお願いをしたりとか、そういう努力をし

ています。

猿渡委員外議員 ３月末に告示されれば、それ

も可能なんですけれども、４月１日から遠い県

外に転勤で行ったという場合には、非常に忙し

い時期ですし、実際にはもう難しい。ほとんど

投票できない方が多いと思うんですね。なぜこ

の時期にやるのかという市民の声も聞いていて、

これは大分県だけでどうこうなることではない

と思うんですけれども、可能な方法がないのか、

今後、検討課題になるかと思いますので、ぜひ

そういう場合にも何か可能な方法を見出してい

ただければと思っています。要望しておきます。

よろしくお願いします。

元吉委員長 ほかに委員外議員の皆さん、質疑

はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

元吉委員長 なければ、これで質疑を終わりた

いと思います。

〔挙手する者あり〕

後藤人事課長 さきほど吉村委員から御質問を

いただいた男性の育児休業等の取得率ですが、

昨年度、育児休業の取得や出産補助休暇あるい

は育児参加休暇の完全取得をした男性職員の割

合は９１％でした。

元吉委員長 それでは、これをもって総務部関

係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方

はお残りください。

〔総務部、委員外議員退室〕

元吉委員長 これより、決算審査報告について、

内部協議に入ります。

さきほどの総務部の審査における質疑等を踏

まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思い

ますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映させ

るべき意見・要望事項等がありましたら、お願

いします。
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堤委員 さっき県税の関係で話をしましたけれ

ども、確かに県税の徴収については収入未済額

を減らす、これは必要なことです。ただ、その

場合でも、法律に基づいた換価の猶予の申請な

どいろいろ制度があるわけですけど、そういう

制度を積極的に活用することによって滞納を減

らすという流れもぜひ検討していただきたい。

それを強めていただきたいということが入れば

いいのではないかと思いますので、よろしくお

願いします。

元吉委員長 ただいま委員からいただきました

御意見、御要望及び本日の審査における質疑を

踏まえ、審査報告書案として取りまとめたいと

思います。

詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

元吉委員長 それでは、そのようにいたします。

以上で総務部関係の審査報告書の検討を終わ

ります。

暫時休憩します。

午前１１時３７分休憩

午後 １時００分再開

井上（明）副委員長 休憩前に引き続き、委員

会を開きます。

これより、企画振興部関係の審査を行います。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、企画振興部長及び関係課長の説明

を求めます。

中島企画振興部長 お手元の平成２９年度決算

特別委員会審査報告書に対する措置状況報告書

について、企画振興部関係部分を御説明します。

１２ページをお開きください。（３）個別事

項の②地域公共交通路線の維持対策についてで

す。

地方バス路線維持対策事業及び生活交通路線

支援事業の活動指標や成果指標を、これまで関

係者との意見交換の回数や車輌減価償却費に対

する補助台数、補助対象の幹線バス路線数等と

していましたが、住民目線を取り入れて見直す

よう御意見をいただきました。そこで、地域住

民の意見や要望に係る意見交換及び協議等を活

動指標に、乗合バス輸送人員を成果指標に変更

しました。公共交通を利用する方の意見を反映

できるよう、協議する機会を作ることで、事業

の評価・改善が適切に行えるよう取り組んでい

るところです。

また、交通事業者にダイヤ改正の基礎資料と

なる通勤・通学者の見込み数等の情報を提供す

る仕組みづくりについても御意見をいただきま

した。こちらについては、地域の通勤者や通学

者の動向を事前・個別に把握することは難しく、

情報提供の仕組みづくりは難しい状況です。

そこで、これに代わるものとして、事業者と

市町村が参加する会議の場において、市町村が

要望事項を伝える機会を設けることとしました。

要望を受け、関係者で協議することで、地域住

民にとって利便性の高い移動手段となるよう、

県としても支援していきます。

今後も、市町村や乗合バス事業者等と連携し、

地域住民が利用しやすい公共交通となるよう改

善に努めていきます。

続いて、お手元の平成３０年度における主要

な施策の成果について、企画振興部の関係事業

を御説明します。

８ページをお開きください。ネットワーク・

コミュニティ推進事業です。

住み慣れた地域に住み続けたいと希望する方

々を支えるため、集落間のネットワークづくり

を進め、単独では維持が難しくなってきた集落

を支える仕組みづくりに取り組んでいます。

平成３０年度は、地域コミュニティ組織が行

う古民家を新たな交流拠点として整備する等の

取組などを、市町村と連携して支援しました。

事業成果としては、成果指標であるネットワ

ーク化の希望をかなえた累計集落数の目標値１，

２００集落に対し、実績が１，４９８集落であ

ったことから、総合評価はＡとなっています。

９ページをお開きください。地方バス路線維

持対策事業です。

複数の市町村間をまたいで運行する広域的･

幹線的なバス路線は、地域住民の広域的な移動

手段として重要です。その維持・存続を図るた
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め、運行経費に係る補助金をバス事業者に対し

て交付するとともに、高齢者や身体障がい者等

の移動の円滑化や利便性の向上を図るため、ノ

ンステップ型バスの減価償却費に係る補助金を

バス事業者に交付しました。

事業成果としては、成果指標である乗合バス

輸送人員の目標値２，０１０万人に対し、実績

が２，００７万７千人であったことから、総合

評価はＡとなっています。

１０ページを御覧ください。生活交通路線支

援事業です。

人口減少やモータリゼーションの進行により、

利用者は減少しているものの、地域の足として

欠かせない公共交通を維持するため、市町が自

ら運営するコミュニティバスや乗合タクシー、

市町が支援する民間バス路線等に対し運行経費

の助成を行いました。

事業成果としては、成果指標である乗合バス

輸送人員の目標値２，０１０万人に対し、実績

が２，００７万７千人であったことから、総合

評価はＡとなっています。

１１ページをお開きください。ふるさと大分

ＵＩＪターン推進事業です。

都市圏からの移住・定住を促進するため、東

京に移住コンシェルジュ、東京、大阪、福岡の

三つの県外事務所に移住サポーターを置き、ま

た移住相談会を毎月開催するなど、移住希望者

の掘り起こしや大分の情報発信に、きめ細かく

対応しています。

また、住みたい田舎ベストランキングで知ら

れる田舎暮らしの本などに記事を掲載し、効果

的に情報を発信するとともに、大分暮らしの良

さをより具体的に知ってもらうため、移住体験

ツアーや移住者交流会を実施しました。

事業成果としては、成果指標である移住施策

を活用した県外からの移住者数の目標値１千人

に対し、実績が１，１２８人であったことから、

総合評価はＡとなっています。

１２ページを御覧ください。移住者居住支援

事業です。

移住者が安心して本県に来ることができるよ

う、住宅の新築や購入、引っ越し費用、本県で

開業する場合の店舗開設などを、市町村ととも

に支援しました。あわせて、県内の空き家の利

活用を促進するため、市町村が移住者向けの空

き家を整備する場合にも支援しました。

事業成果としては、成果指標である空き家の

利活用数の累計の目標値２４０戸に対し、実績

が２３６戸であったことから、総合評価はＡと

なっています。

次の１３ページから１６ページまでの４事業

については、平成３１年度の組織改正により商

工観光労働部に移管されました。後日、商工観

光労働部から説明しますので、本日は省略しま

す。

１７ページをお開きください。海外戦略加速

化事業です。

アジアの活力を取り込み、本県産業の活性化

やインバウンドの拡大を図るため、台湾や香港

などで県産品と観光を一体的にＰＲする海外プ

ロモーションを実施しました。また、タイ、シ

ンガポール、ベトナムを対象に、帰国した留学

生とのネットワーク構築事業を実施し、積極的

な活動が期待できる方を新たにめじろん海外サ

ポーターに任命しました。

事業成果としては、成果指標であるめじろん

海外サポーターの累計任命数の目標値６３人に

対し、実績が７３人であったことから、総合評

価はＡとなっています。

１８ページを御覧ください。外国人留学生支

援事業です。

私費で来県した留学生に対して奨学金を交付

することで、本県への愛着と理解を深めてもら

い、あわせて地域貢献活動を行ってもらうこと

で、将来にわたって大分と海外との懸け橋とな

る人材に成長することを期待するものです。

事業成果としては、成果指標である人口当た

りの留学生数全国順位の目標値１位に対し、実

績が２位であったことから、総合評価はＡとな

っています。

１９ページをお開きください。おおいた留学

生ビジネスセンター運営事業です。

人口減少が進む中、本県に在住する多くの外

国人が県内に定着してもらえるようになれば、
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人口増加や地域経済の活性化につながります。

このため、別府市にあるおおいた留学生ビジネ

スセンターで、留学生の県内企業への就職や起

業を支援しました。

事業成果としては、成果指標である留学生ビ

ジネスセンターで支援した留学生の県内就職・

起業者数の目標値１０人に対し、実績が９人で

あったことから、総合評価はＡとなりました。

２０ページを御覧ください。国際スポーツ大

会誘致推進事業です。

ラグビーワールドカップ、東京２０２０オリ

ンピック・パラリンピックなど、世界的なスポ

ーツ大会が日本で連続して行われるこの機を逃

すことのないよう、外国からの事前キャンプ誘

致に積極的に取り組み、地域活性化に取り組ん

でいます。７人制ラグビーフィジー代表やフェ

ンシング日本代表チーム等のキャンプへの支援

などを行ったほか、東京オリンピック・パラリ

ンピックに向けては、ポルトガル陸上競技連盟

などの三つの競技団体と協定書を締結しました。

事業成果としては、成果指標である国際スポ

ーツ大会事前キャンプ誘致数の目標値５回に対

し、実績が８回であったことから、総合評価は

Ａとなっています。

２１ページをお開きください。おおいた魅力

アップ情報発信事業です。

本県の認知度・魅力度を高め、観光誘客や県

産品の販路拡大につなげるため、従来のメディ

アやＷＥＢに加え、ＳＮＳが持つ拡散力や訴求

力を活用した「大分で会いましょう。」プロジ

ェクトを実施しました。ＳＮＳで影響力のある

多彩なゲストが県内各地を巡り、ブログで大分

の魅力を発信することで、約１万２，５００人

のフォロワーを獲得しました。

また、本県の認知度・好感度を高めるため、

首都圏等のメディアへ積極的なアプローチも実

施しました。

事業成果としては、成果指標である広告換算

費の目標値３０億円に対し、実績が約３９億円

であったことから、総合評価はＡとなっていま

す。

２２ページを御覧ください。地域活力づくり

総合補助金です。

元気で活力あふれる地域づくりを推進するた

め、地域の多様な主体が取り組む様々な地域活

性化の取組を支援しています。平成３０年度は、

特にラグビーワールドカップの開催などを考慮

し、国際ブランド地域創出枠を設け、国宝や日

本遺産などのナショナルブランドをいかし、欧

米・大洋州からの観光客をおもてなしする９件

の取組を支援しました。そのほか、チャレンジ

支援枠では６件、地域創生事業枠では７８件、

合計９３件を採択しました。

事業成果としては、成果指標である新たな雇

用の創出累計人数の目標値３２０人に対し、実

績が２９２人であったことから、総合評価はＡ

となっています。

２３ページをお開きください。地方創生ふる

さと納税活用人材育成事業です。

県内中小企業への就職促進による若者の県内

定着を図るため、企画振興部と商工観光労働部

が、県内の中小企業に就職した若者の奨学金返

還支援を行っています。企画振興部は、ふるさ

と納税を活用して、芸術文化に関連する企業に

就職した方の支援を実施しました。

事業成果としては、成果指標である奨学金返

還支援認定者数の目標値２名に対し、実績が２

名であったことから、総合評価はＡとなってい

ます。

２４ページを御覧ください。公立大学法人運

営費交付金の芸術文化短期大学分です。

平成３０年度は、全学科横断型学修カリキュ

ラム「アートマネジメントプログラム」の実施

体制を確立し、３０年度後期から開講するなど、

教育内容の充実を図りました。また、公開講座

など大学の知を地域に還元する取組や、国民文

化祭、全国障害者芸術・文化祭における開会式

・オープニングでのプロローグの作曲をはじめ、

様々なイベントの企画・運営等に参画するなど、

地域への貢献活動を展開しています。

就職率、進学率については、共に目標である

９０％以上を上回ることができており、引き続

き高い状況にあります。

事業成果としては、成果指標である評価委員
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会による事業年度評価の目標値１００点に対し、

実績が１０５点であったことから、総合評価は

Ａとなっています。

２５ページをお開きください。地方創生大学

等連携プロジェクト支援事業です。

地方創生に向け、地域に貢献できる人材の育

成や若者の県内定着を図るため、県と県内大学

等が連携して、文部科学省の認定を受けたＣＯ

Ｃ＋の取組を実施しています。県はさらに、学

生が地域に出向き、地域課題を捉え、その解決

に向けた取組を実践的に学ぶ活動への支援や、

大学等がそれぞれの持つ知を広く県民等に向け

て発信し、自己研さん、地元大分の再認識につ

ながる講座の開催を支援しました。

事業成果としては、成果指標であるＣＯＣ＋

参加大学の県内就職率の目標値４９．０％に対

し、実績が４０．９％であったことから、達成

率は８３．５％、総合評価はＢとなっています。

全国的に新卒採用が好調であることから、県

外からの求人も多く、県内就職率は低下しまし

たが、県内就職者数は前年度比２％減、マイナ

ス１５人にとどまりました。引き続き県内就職

者の確保に向け、県と県内大学等が連携し、取

組のブラッシュアップを図っていきます。

２６ページを御覧ください。別府アルゲリッ

チ音楽祭開催事業です。

平成１０年度から始まった別府アルゲリッチ

音楽祭も、昨年度は記念となる２０回目を数え

ました。ｉｉｃｈｉｋｏグランシアタでのオー

ケストラ・コンサートやしいきアルゲリッチハ

ウスでの室内楽コンサートなど、県民が世界最

高レベルのクラシック音楽に触れ、また、世界

に向けて大分を発信できたと考えています。

事業成果としては、成果指標である総入場者

数の目標値５千人に対し、実績が５，５８１人

であったことから、総合評価はＡとなっていま

す。

２７ページをお開きください。大分アジア彫

刻展です。

大分アジア彫刻展は、２年単位で実施するビ

エンナーレ方式で実施しており、平成３０年度

は入選作品の展示を行う本展を実施しました。

国民文化祭等の開催と連携し、巨大寝ころび招

き猫を会場である朝倉文夫記念館に設置したこ

とにより、大幅に来場者が増加しました。

事業成果としては、成果指標である本展入場

者数の目標値２，２４２人に対し、実績が６，

１３５人であったことから、総合評価はＡとな

っています。

２８ページを御覧ください。国民文化祭関連

企画開催事業です。

国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭にあわ

せて、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の協

力を得て、大分県立美術館で特別企画「海と宙

（そら）の未来展」を開催しました。宇宙飛行

士油井さんの講演会や、しんかい６５００など

の関連展示も実施し、大変な好評を博したこと

から、県立美術館で科学の分野の展示や、芸術

文化と先端技術がコラボレーションした展示な

どを強化する必要性を改めて認識したところで

す。

事業成果としては、成果指標である企画展入

場者数の目標値２万８千人に対し、実績が４万

４，０３２人であったことから、総合評価はＡ

となっています。

２９ページをお開きください。芸術文化ゾー

ン拠点創出事業です。

国民文化祭等にあわせて、県立美術館での企

画展「国宝、日本の美をめぐる－東京国立博物

館名品展」や総合文化センターでの公演「オペ

ラ－アイーダ」など、芸術文化ゾーンを中心に

様々なイベントを連携して実施しました。

事業成果としては、成果指標である県立美術

館来館者数の目標値５０万人に対し、実績が約

５７万人であったことから、総合評価はＡとな

っています。

３０ページを御覧ください。創造県おおいた

推進事業です。

別府市の現代アートによる芸術祭「ｉｎ Ｂ

ＥＰＰＵ」及び「ベップ・アート・マンス」な

ど、芸術文化による地域づくりの取組を支援す

るとともに、アートマネジメント講座を開催し

て地域とアートをつなぐ人材育成を行いました。

また、福祉施設等にアーティストを派遣し、ワ
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ークショップ等を開催する取組も実施しました。

事業成果としては、成果指標である育成した

アートマネジメント人材の数の目標値５人に対

し、実績が７人であったことから、総合評価は

Ａとなっています。

３１ページをお開きください。芸術文化を活

用した復興支援事業です。

九州北部豪雨により、大きな被害を受けた日

田市の復興を支援するため、芸術文化による観

光誘客及び情報発信を行いました。

昨年１０月、日田市の大山ダムにおいて、ム

ービングライトやプロジェクションマッピング

などの光を使った演出とアーティストによる演

奏を融合させた、幻想的な公演を開催しました。

事業成果としては、成果指標であるイベント

総参加者数の目標値２千人に対し、実績が１，

９４０人であったことから、総合評価はＡとな

っています。

３２ページを御覧ください。スポーツ交流地

域活力創出事業です。

大分トリニータなど、プロスポーツチームが

学校訪問や地域イベントに参加する機会を作り、

県民がプロスポーツを身近に感じ、スポーツに

親しむ機運の醸成を図りました。

事業成果としては、成果指標である学校訪問

等での交流人数の目標値３，３６０人に対し、

実績が８，２００人であったことから、総合評

価はＡとなっています。

３３ページをお開きください。おおいたスポ

ーツ成長産業化モデル事業です。

大分スポーツ公園を活用した地域活性化、中

でも昭和電工ドームでの大分トリニータのホー

ムゲームをいかに有効に活用するかについて、

専門家を交え、調査研究を行いました。

事業成果としては、成果指標である大分スポ

ーツ公園利用者数の目標値１２２万人に対し、

実績が１１９万９千人であったことから、総合

評価はＡとなっています。

３４ページを御覧ください。ラグビーワール

ドカップ開催準備事業です。

ラグビーワールドカップ２０１９大分開催の

成功に向け、大会１年前イベントを実施すると

ともに、Ｏｎｅ Ｒｕｇｂｙ，Ｏｎｅ Ｏｉｔ

ａ大作戦と題し、県内各地のイベントでのＰＲ

活動、日本代表戦の開催やシティドレッシング

などの関連した取組により、機運醸成を図りま

した。特に、昨年６月に行われた日本代表対イ

タリア代表戦は、機運醸成とともに、本番での

交通輸送のテストとしても取り組みました。

事業成果としては、成果指標であるＯｎｅ

Ｒｕｇｂｙ，Ｏｎｅ Ｏｉｔａ大作戦参加者数

の目標値９万人に対し、実績が１０万４，９３

０人であったことから、総合評価はＡとなって

います。

３５ページをお開きください。九州の東の玄

関口としての拠点化推進事業です。

九州の東の玄関口として、人の流れを活発化

させるため、フェリー航路や空港アクセス改善

のためのバス運行、国内航空路線の利用促進等

を行いました。

特に、別府港の再編整備については、にぎわ

いの創出や他の交通機関への円滑な乗り継ぎ等

を目指す別府港再編計画を本年３月に策定し、

公表したところです。

事業成果としては、成果指標である広域公共

交通輸送人員の目標値１，０７１万人に対し、

実績が１，１６７万人であったことから、総合

評価はＡとなっています。

３６ページを御覧ください。国際チャーター

便誘致促進事業です。

新規国際チャーター便を誘致するため、航空

会社や旅行会社に対して、働きかけを行いまし

た。

しかし、新規の定期チャーター便の就航がな

かったため、事業成果としては、国際線利用者

数が目標の４，５００人に対し、実績は不定期

チャーター分の１，０５７人であり、総合評価

はＥとなった一方で、言わば定期便に向けた試

行段階と言える定期チャーター便の就航を経る

ことなく、昨年１２月にプサン・ムアン線の定

期便の新規就航が実現し、以降の４か月で計２

万１，１４１人が利用しました。

残念ながら、プサン・ムアン線は８月より運

休していますが、今後このようなケースも増え
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ることが考えられるため、本年度から、本事業

と定期便の安定的な運行や利用促進等を図る国

際航空路線拡充・定着化促進事業を統合し、航

空会社の需要に柔軟に対応できるよう取り組み

ます。

３７ページをお開きください。公共交通利用

環境改善事業です。

ラグビーワールドカップ２０１９等のビッグ

イベントを契機として、本県を訪れる外国人観

光客の増加が見込まれることから、観光客が快

適に公共交通機関を利用できる環境の整備を図

るため、大分市、別府市内等に多言語対応のバ

スロケーションシステムを導入しました。

事業成果としては、成果指標であるバスロケ

ーションシステム導入事業者数の目標値３社に

対し、実績が３社であったことから、総合評価

はＡとなっています。

続いて、国民文化祭・障害者芸術文化祭局の

関係事業について、企画振興部から御説明しま

す。

２４８ページをお開きください。全国障害者

芸術・文化祭開催事業です。

芸術文化活動を通じた障がい者の社会参加と

自立の促進を図るため、第１８回全国障害者芸

術・文化祭を開催しました。

県内全ての市町村で障がい者アート事業が実

施され、また、国内外の障がい者による作品展

や、ダンスや音楽のステージイベント等も開催

されたことから、多くの県民に障がい者アート

の魅力を発信することができたと考えています。

事業成果としては、成果指標である障がい者

アート関連事業実施市町村数の目標値１８市町

村に対し、実績が１８市町村であったことから、

総合評価Ａとなっています。

２４９ページをお開きください。国民文化祭

開催事業です。

芸術文化の持つ創造性を活用し、教育、産業、

福祉など、様々な社会・経済課題に対応し、あ

わせて特色ある地域づくりの展開を目指す「創

造県おおいた」を推進するために、第３３回国

民文化祭を開催しました。

本事業では、県内を五つのゾーンに分け、各

地域の特色に沿った事業を展開するとともに、

祭りや食といった地域での体験を楽しむカルチ

ャーツーリズムを実施し、多くの方に大分の魅

力を感じていただくことができました。

事業成果としては、成果指標であるイベント

観客数の目標値１２０万人に対し、実績が約２

３７万人であったことから、総合評価Ａとなっ

ています。

磯田審議監兼政策企画課長 私から、企画振興

部及び国民文化祭・障害者芸術文化祭局の歳出

不用額について御説明します。

平成３０年度決算附属調書の１７ページをお

開きください。

まず、科目欄の中ほどの企画費企画総務費で

すが、８４３万３，７２０円のうち当部関係分

は６９５万４，０７３円で、主なものは、海外

交流ネットワークづくり事業費の１７６万１千

円です。これは、大分県海外移住者子弟留学生

補助金の所要額が見込みを下回ったことによる

ものです。

その下の企画調査費１億５，４９３万９，２

３０円のうち、当部関係分は１億８９７万２，

２６５円で、主なものは、地域活力づくり総合

補助金の６，９６５万４，５３３円です。これ

は、補助金の所要額が見込みを下回ったことや、

委託料の減、旅費、需用費など事務的経費の節

減によるものです。

また、同じく企画調査費の不用額のうち、国

民文化祭・障害者芸術文化祭局関係分は国民文

化祭開催事業費の３，８６０万３，１４４円で

す。これは、第３３回国民文化祭大分県実行委

員会負担金等の所要額が見込みを下回ったこと

によるものです。

その下の広報費６５０万６，２２７円は全て

当部に係るもので、主なものは、おおいた魅力

アップ情報発信事業費の２１６万６，８４１円

です。これは、メディア露出度アップ支援業務

等における委託料の所要額が当初の見込みを下

回ったこと等によるものです。

交通対策費１，４８７万８，３５８円のうち、

当部関係部分は９９３万９，８９９円で、主な

ものは、鉄道駅バリアフリー化推進事業費の６
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３３万１千円です。これは、補助金の所要額が

当初の見込みを下回ったことによるものです。

その下の県外事務所費２９６万１，７９８円

は東京事務所、大阪事務所、福岡事務所の運営

費に係る節減額です。主なものは、東京事務所

運営費の１７２万９，２９８円です。これは、

使用料及び賃借料の所要額が当初の見込みを下

回ったこと等によるものです。

続いて、１８ページをお開きください。

科目欄の上から４行目の統計調査費、委託統

計費３７５万９，０３７円は全て当部に係るも

ので、２０１８年漁業センサスに係る市町村へ

の交付金や委託調査に係る報酬及び賃金の所要

額が当初の見込みを下回ったことや、旅費など

事務的経費の節減によるものです。

続いて、２３ページをお開きください。

科目欄の上から６行目の大学費４０１万５，

５９４円は全て当部に係るもので、主なものは、

県立芸術文化短期大学整備事業費の３８４万１，

０６５円です。これは、事業主体である県立芸

術文化短期大学が実施した工事の入札において、

落札金額が当初の見込みを下回ったことに伴い、

県からの補助金の所要額も当初の見込みを下回

ったことによるものです。

以上で、当部及び国民文化祭・障害者芸術文

化祭局の歳出不用額についての説明を終わりま

す。

引き続き、各課の主な事業の説明をします。

それでは、部長が主要な施策の成果で報告し

た事業以外で、政策企画課の主な事業について

御説明します。

お手元の平成３０年度一般会計及び特別会計

決算事業別説明書の３８ページをお開きくださ

い。

第１目大学費の県立芸術文化短期大学整備事

業費２３億１，７４８万９，９３５円です。

平成２７年度に策定したキャンパス整備基本

構想に基づき、施設の老朽化、学生総数の増加

に伴う狭隘化に対応するとともに、教育機能の

充実を図るため、県立芸術文化短期大学が行う

施設整備や改修等に補助を行うもので、図書館

棟及び音楽ホール棟の新築工事に加え、美術棟

等の改修工事等に要した経費です。

平成３０年度には、７月に図書館棟、平成３

１年２月に音楽ホール棟、さらに３月に美術棟

等の改修工事が完了しています。

キャンパス整備は、令和２年度末までを予定

していますが、引き続き安全かつ着実に進めて

いきます。

中山おおいた創生推進課長 おおいた創生推進

課の主なものを御説明します。

５０ページをお開きください。

第２目企画調査費の上から２番目の老朽空き

家対策促進事業費８３万５，０４５円です。

この事業は、市町村の実施する空き家の無料

相談会や啓発活動を支援し、空き家所有者によ

る自発的な空き家の除却、管理、活用を促進し、

空き家数の抑制を図るもので、新たに市町村が

開催する空き家無料相談会への建築士、不動産

業者、司法書士といった専門家の派遣や、空き

家の所有者に向けた空き家の適正管理・活用に

係る啓発動画を制作し、ホームページ等で公開

を行ったものです。

藤井国際政策課長 国際政策課の主な事業につ

いて御説明します。

３９ページをお開きください。

第１目企画総務費の上から３番目の海外交流

ネットワークづくり事業費２５６万６千円です。

これは、在外県人会を通じて海外とのネット

ワークづくりを推進するとともに、ブラジル県

人会子弟の県内大学への留学に係る経費を補助

するなどしたものです。

その下、ＪＥＴ青年交流推進事業費１，７６

８万８，９１１円です。

これは、国際交流の推進を図るため、外国青

年を国際交流員として招致するもので、３０年

度は英語圏から２名、中国、韓国から各１名、

計４名の国際交流員の配置を行ったものです。

秋月芸術文化スポーツ振興課長 芸術文化スポ

ーツ振興課の関係事業のうち、主なものについ

て御説明します。

４１ページをお開きください。

中ほどの第２目企画調査費の２番目の芸術文

化創造発信事業費１億５，７０３万６，８７７
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円です。

これは、本県の芸術文化の振興を図るため、

県民芸術文化祭の開催や県立美術館での「アー

ト＆デザインの大茶会」の開催など、美術、音

楽、演劇、舞踊など幅広い領域にわたる芸術文

化事業の実施や芸術文化基金の積立てに要した

経費です。

河野広報広聴課長 広報広聴課関係のうち、主

なものについて御説明します。

４５ページをお開きください。

第３目広報費の広報活動費１億９，７０９万

１，７２５円です。

これは、県政広報に要する経費として、テレ

ビ・ラジオ番組の放送や、新聞５紙への県政だ

よりの記事掲載及び県広報紙「新時代おおい

た」の発行等に要した費用です。

神志那統計調査課長 統計調査課関係の事業に

ついて御説明します。

４７ページをお開きください。

第７項統計調査費です。まず、第２目委託統

計費１億５，７６２万６，９６３円です。

これは、住宅・土地統計調査など、総務省、

経済産業省など国の関係省から受託して行う基

幹統計調査等の実施に要した経費で、財源は全

額国庫支出金です。

続いて、４８ページをお開きください。

第３目県単統計費２５１万３６円です。

これは、県が独自に実施する県民経済計算や

景気動向指数、毎月の人口推計などの調査に要

した経費です。

遠藤交通政策課長 交通政策課関係事業の事業

について御説明します。

５６ページをお開きください。

第６目交通対策費の上から六つ目、東九州新

幹線推進事業費１８０万円については、東九州

新幹線の基本計画路線から整備計画路線への格

上げを目指し、平成２８年１０月に設立した大

分県東九州新幹線整備推進期成会において、国

等への要望活動や、将来を担う若い世代の方々

に活発に議論していただく観点から、日本文理

大学でのシンポジウムを開催するなど県民の機

運醸成に取り組みました。

続いて、同じページの一番下、空港アクセス

調査事業費１，００２万１，６００円について

は、大分空港へのアクセス時間を短縮し、利便

性を向上させるため、海上アクセスの調査を行

い、本年３月、実現が可能と考えられる高速船

２案とホーバークラフト１案の計３案を取りま

とめました。

井上（明）副委員長 以上で説明は終わりまし

た。

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔・明瞭に答弁願います。

事前通告が５名の委員から出されていますの

で、まず事前通告のあった委員の質疑から始め

ます。

堤委員 まず１点目、決算事業別説明書の５５

ページ、国際航空路線拡充・定着化促進事業費

と、主要な施策の成果の３６ページ、国際チャ

ーター便誘致促進事業についてです。今回の日

韓問題を受けて、定期便の大分－ソウル線は、

８月の前年同期の観光客数に比べて６７．８％

の減です。今、県としてプロモーション活動に

も限界があると思うんですけれども、国に対し

ても観光客の回復等を目指して、どのように訴

えてきたのか。また、台湾、中国からの国際線

の誘致状況はどうか、まずこれが１点。

２点目は、決算事業別説明書５６ページの東

九州新幹線推進事業費と５７ページの太平洋新

国土構想推進事業費。毎年、私たちもこの問題

で国の考え方等についてレクチャーを受けてい

ます。いずれの事業も、国としては、今のとこ

ろすぐに対応するという姿勢ではないことはは

っきりしています。県だけがどうも先走ってい

るような気がしてなりません。希望の火を消さ

ないなど悠長なことを言っているときではない。

二つの決算の合計でも２８８万円あります。無

駄に税金を使うんじゃなくて、他の施策に振り

向けるべきではないかと思われます。

三つ目には、５６ページの鉄道駅耐震補強事

業費と鉄道駅バリアフリー化推進事業費ですね。

両事業に６，３１９万円支出していますけれど
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も、特にバリアフリー化に逆行すると思われる

のが駅の無人化問題。これまで障がい者団体な

どの要望等によって、８駅のうち５駅は無人化

が延期されましたけれども、国交省も住民の声

を無視した無人化には問題があるという認識で

す。県として今後の無人化を中止にするように

ＪＲ九州に改めて求めるべきと思うんですけれ

ども、どうでしょうか。

最後に、ＪＲ九州の日田彦山線の問題です。

日田市夜明から添田、２年間も不通となってい

ます。ＪＲ九州はバス代替案などの３案を提示

していますけれども、地元の自治体の声は、自

治体負担なしでの鉄道早期復旧です。県として

この立場を堅持してＪＲ九州に対応すべきと思

いますけれども、どのようにお考えでしょうか。

遠藤交通政策課長 まず、国際航空路線の誘致

について、大分空港では今年８月１２日からプ

サン・ムアン線が、１９日からはソウル線がそ

れぞれ運休となっていて、現在、残念ながら定

期便が就航していない状況です。

一方で、本年５月には国際線の旅客ターミナ

ルビルの拡張工事が完了し、同時間帯の複数便

受入れが可能となっていることも踏まえ、現在、

台湾、中国、その他のアジア地域からの就航に

向け、可能性のある海外の航空会社等に対して、

これまで以上に積極的な働きかけを行っていま

す。県民の皆さまに一日も早く良いお知らせが

できるように、引き続き頑張っていきたいと思

っています。

なお、観光客の回復に関する御質問について

は、商工観光労働部の所管のため、答弁は差し

控えたいと思います。

続いて、東九州新幹線についてお答えします。

整備新幹線の５路線については、現在、着実に

国において整備が進められていて、未着工区間

としては、北陸新幹線の敦賀－新大阪間と、九

州新幹線の新鳥栖－武雄温泉間の２区間を残す

のみとなっています。今後、この２区間の着工

のめどが立てば、いよいよ次の整備計画路線を

決める、いわゆる第２期整備計画の策定に向け

た議論が本格化してくると思っています。整備

計画路線への格上げのためには、地元の熱意が

何よりも重要ですので、議論が本格化する前に、

しっかりと地元の機運醸成を図り、東九州新幹

線の実現に向けて国に対し働きかけていきたい

と思っています。

続いて、太平洋新国土軸、豊予海峡ルートに

ついてです。太平洋新国土軸構想の実現は、本

県にとって四国、関西からの誘客や物流促進に

つながるとともに、災害時における代替輸送ル

ートとしての役割も果たすものであり、地方創

生を進める上でも非常に重要なプロジェクトで

あると期待しています。今後、この構想の実現

可能性を高めていくためには、まずフェリーの

利用促進を図り、豊予海峡の人と物の流れを増

やすことが必要と認識しています。このため、

引き続き相互交流の促進やパンフレットなどに

よりまず周知を図り、関係自治体と連携して引

き続き国等への要望活動を行っていきたいと思

っています。

続いて、スマートサポートステーションにつ

いてお答えします。スマートサポートステーシ

ョンの導入については、鉄道事業の経営環境が

厳しさを増す中で、路線を維持していくための

経営努力の一環と受け止めていますけれども、

委員御指摘のとおり、住民の声を無視した無人

化には、私も問題があると認識しています。こ

のためＪＲ九州に対しては、住民の声に耳を傾

け、利用者のニーズを十分に踏まえた対応を行

うよう求めてきたところであり、ＪＲ九州とし

ても、導入にあたり地域における住民説明会の

開催や、内方線付き点状ブロックの先行整備な

どの対応を行っています。また、導入した後で

も、利用者の方々の声を踏まえ、案内標識の追

加やクッション材の設置等を随時行って、利用

実態に応じた改善を行っていくものと承知して

います。

スマートサポートステーションの導入は、人

口減少が進む中、監視カメラやインターフォン

などの遠隔技術を活用してサービスの提供を維

持するものであり、他の多くの路線でもこれま

で実施してきているものです。いずれにしても、

ＪＲ九州に対しては、引き続き利用者の声を踏

まえた丁寧な対応を求めていきたいと思ってい
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ます。

続いて、ＪＲ日田彦山線の復旧についてお答

えします。ＪＲ日田彦山線は沿線住民の通勤、

通学、通院などの日常生活や地域振興などに欠

かせないインフラで、その復旧は喫緊の課題で

あると認識しています。平成３０年４月には本

県、福岡県、沿線３市町村、ＪＲ九州で日田彦

山線復旧会議を設置し、復旧に向けた議論を重

ねてきましたが、自治体側とＪＲ九州の見解は

まだ一致するには至っていません。現在のとこ

ろ鉄道、ＢＲＴ、バスの三つの案が議論のテー

ブルに乗っている状況で、日田市等では住民説

明会が開催されています。地域の皆さんにはよ

く説明し、理解を深めていただくとともに、地

元の意見についてはＪＲ九州にもしっかりと聞

き入れていただき、両者で議論を尽くすことが

大事だと考えています。日田市はもとより、福

岡県等と連携を密にしながら、一日も早い復旧

に向けてしっかりと取り組んでいきたいと思っ

ています。

堤委員 東九州新幹線の関係で、昨日、別府大

学でシンポジウムをやってたね。ちょっと私、

行かれんかったけれども、行った人に聞きまし

た。以前の私の質問のときにもデメリットの問

題、つまりストロー現象だとか人口流出も含め

てどうなるかについて、パンフレットに少しは

記載をしていると答えています。しかし、この

昨日のシンポジウムの内容を聞いてみると、そ

のデメリットは全くないような話しかしていな

いのよね。特に新幹線ができると町がにぎわう

とか、北海道とか金沢の例を出すわけ。北海道

の例と大分とは全く違うわけよ。北海道で観光

客が増えたよということで大分も増えるような

錯覚をさせる、そういうかけ離れたシンポジウ

ムというのは間違い。やっぱりいろんなデメリ

ットがあるということも、この中で訴えていか

なければ。いろんな資料を見ても、新聞にも慎

重にしないといかんという記事があるが、この

人はそれも間違いという指摘までしている。そ

ういう点からすると、もう行け行け、つまり造

ることが前提ですわ。整備新幹線を拡大するの

が前提のシンポジウムです。そうじゃなくて、

やっぱりシンポジウムですから、いろんな人の

意見を反映させるものにしていくべきだと思う

んだけれども、その在り方について、どう思い

ますか。

もう一つの問題について、日田彦山線の問題

もそうですわ。県として、結局どの案でいくの

か。３市町の町長、市長は、基本的には自己負

担なしで鉄道での復旧と決議までしてるよね。

にも関わらず、県が悠長なことを言っている。

３自治体との協議を進めていくとか、そんな悠

長なことを言っているときじゃないわけ。もう

早急に、この３自治体と共同してやっていくと

いう立場に立つべきと思うんだけど、その３案

の中で、県としては具体的にどういうふうに市

町村とともに求めていくつもりなのか、再度お

伺いします。

遠藤交通政策課長 一つ目の東九州新幹線のシ

ンポジウムの在り方です。委員御指摘のとおり、

昨日のシンポジウムでは、パンフレットを皆さ

んにお配りして、並行在来線の問題、ストロー

現象というデメリットがあることについては、

チラシでのお知らせとなっています。昨日の波

床先生による講義については、整備新幹線の効

果として、実際に北海道の渡島大野駅が新幹線

の開業によって人口も増え、観光交流も増えて

いるという事実をお話ししたと思います。金沢

についても同様に、やはり観光に関する人口が

増えているという御説明をいただいています。

一方で、その後のパネルディスカッションで

は学生、また観光、経済の部門から出席してい

ただいて、新幹線のメリット、デメリットにつ

いて議論しています。その中で出たデメリット

としては、例えば豊後高田市は新幹線が来ても

なかなかうまく活用できないんじゃないかとい

うような、今後、日豊本線沿いに来たときの課

題といったものもテーマとして投げかけをして

いただいています。

引き続き、我々としてはシンポジウムをこれ

からも開催していこうと思いますけれども、し

っかりと新幹線のメリットとデメリット、両方

について議論がなされるように、今後もその在

り方については検討していきたいと思っていま
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す。

続いて、日田彦山線の関係ですけれども、日

田市で説明会を行った際には、負担なしの鉄道

復旧については６割か７割ぐらいの方がそのよ

うな意見、残りの３割か４割についてはＢＲＴ

でもいいんじゃないかという意見があって、少

なくとも日田市においては、今、様々な議論が

なされているところだと感じています。

我々としては、まずはそのような住民の方々

の意見に耳を傾け、その後、利用者にとっての

利便性が確保され、かつこれからの社会におい

て持続可能で魅力的な交通ネットワークとはど

ういうものなのかということを、市町村はもと

より、福岡県とか、ＪＲ九州としっかりと議論

をして、一日も早い復旧・復興のために議論を

尽くしていきたいと思っています。

堤委員 メリット、デメリットは、発言する人

の中にも、ぜひそういう人を取り上げるように

してください。

それと、ＢＲＴでいいという意見があったと

いうのは、それは２年もたっているからよ。こ

ういう方も、最初は鉄道での復旧なので、２年

もたってまだ復旧しないから、もうしようがな

いからＢＲＴでもオーケーという意見。これは

私、そういう意見を参加者に聞いたわけだから。

だからそういう立場がやっぱりあるということ

は、基本は負担なしでのＪＲの復旧ですから、

その点は強く要望しておきますからね。対応、

対策をぜひしてください。

原田委員 まずもって、現在開催中のラグビー

ワールドカップでは、企画振興部の皆さん、本

当にお疲れのことだと思います。懸案事項であ

った観客の輸送や、またファンゾーンの運営等、

本当にまだ気を遣うところですけど、残り２試

合、ぜひ頑張っていただきたいということを最

初に申し上げておきます。

私は、主要な施策の成果の８ページ、また事

業別説明書５０ページに掲載されているネット

ワーク・コミュニティ推進事業について質問し

ます。

この事業、今年度はネットワーク・コミュニ

ティ推進事業になっていますが、これまで小規

模集落・里のくらし支援事業と、くらしの和づ

くり応援事業等の名前で、１０年ぐらい続けら

れたと思います。昨年は企画振興部からネット

ワーク・コミュニティ事例集も配布されて、本

当にたくさんの事例があるんだなと思いながら

見ているんですが、私も興味を持っていくつか

の事例のところにお伺いしたんです。具体的に

言うと、清川ふるさと物産館夢市場で移動販売

車のお話を聞いたんです。お話を聞いたら、採

算はもう全く取れないと。ただ、道の駅を運営

しているということでやり続けられていると。

あともう一つ、社会的使命を持ってやっている

んだって、笑いながら言われたんです。こうい

うリーダーのいるところは続いていくだろうな

と思う反面、ほかのところでは、現在余りお見

せできるものはないんですよと言われたことも

あったんです。

そのことから、この事業についてはＡ評価に

なっていますし、今年の第１回臨時会でも知事

が取組の柱の一つとしたネットワーク・コミュ

ニティによる地域の活性化につながる非常に大

事な事業だと思っているんですけど、昨年あっ

た事業だけじゃなくて、今まであった事業、１

０年間の事業も含めて、継続がちゃんとできて

いるんだろうかということをぜひお聞きしたい

と思います。また、継続が困難になっている事

業があれば、その原因と対策をどのように考え

ているかお聞かせ願いたいと思います。

中山おおいた創生推進課長 県では平成２７年

度からネットワーク・コミュニティの構築に取

り組み、小規模集落・里のくらし支援事業では、

例えば、さきほど委員がおっしゃった事例集に

も掲載していますが、臼杵市の都松地区のよう

に加工用設備の整備を支援した結果、地域の特

産品であるエゴマを活用してエゴマ油の生産を

開始し、ふるさと納税の返礼品にもなって好評

を得るなど、継続して行っている事例も多くあ

ります。

その一方で、ネットワーク・コミュニティを

進める上では、５年を経過してフォローアップ

が十分でなかったり、継続が困難な事例がある

と思われるため、まず事業の継続ができている
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か、そして新たな課題が発生していないかなど

について、現在、市町村とともに地域コミュニ

ティ組織への調査に取りかかっています。調査

の結果、継続が困難になっている事例がありま

したら、市町村と連携の上、地域に入りながら、

様々な視点で助言や情報提供を行い、解決策を

模索していきたいと考えています。

原田委員 これから調査するという話ですけど、

考えるに、補助が終わった後、やっぱり継続で

きないとか、人のつながりがなかなかできない、

次の世代がということでできない事業は出てく

るんじゃないかなという気がするんですよね。

その辺、これから調査する中で分析しながら、

いわゆる持続可能な取組で地域を活性化できる

取組に進めていただくよう要望して終わります。

二ノ宮委員 原田委員と重なりました。ちょっ

と角度を変えて質問したいと思います。

８ページのネットワーク・コミュニティ推進

事業についてです。

まず初めに、この数字を見ると、実績値が１，

４９８、これは集落の数だと思うんですけど、

実際、ネットワーク・コミュニティを構築した

件数、特に３０年度中においてどのくらいでき

たのか、さらに今後の見通しについて。

それから、主な事業内容についてお聞きしま

す。これは二通り問題があって、足の確保、そ

れから買物難民、生きがい対策、所得をどうや

って上げるかとかいろいろあると思うんです。

もう一つは、今、原田委員から出た自主財源を

どうやって確保するかという二つの大きな問題

があると思っています。そういう点から、どう

いう事業が実際に行われているかをお聞きしま

す。

そして、この事業の問題点について、分かれ

ばよろしくお願いします。

中山おおいた創生推進課長 まず１点目のネッ

トワーク・コミュニティについては、平成２７

年度から取り組み、平成３０年度末で９１地域、

１，４９８集落で構築されています。

２点目ですけれども、主な事業内容としては、

まず初年度は地域でのアンケートの実施、先進

事例の学習、地域計画の策定などを通じて、地

域課題の把握や地域コミュニティ組織の立ち上

げを支援しています。その後、おおむね３年間

で試行や本格的な取組に向けた施設の整備など

を支援しています。具体的には、宅配などの生

活サービス、健康サロンなどの高齢者の見守り、

交流サロン、食事会などによるコミュニティづ

くり等への支援を行っています。

３点目の主な課題としては、地域を支える主

体のない地域にはどのようにして主体を作るの

かということ。主体のある地域については、地

域コミュニティ組織へのアンケート調査の結果、

１点目が人材の確保、２点目が活動資金の確保、

３点目は地域住民の理解が不足していたり、巻

き込みがうまくできていないことなどが課題と

してあげられています。そのため、生活サービ

スやコミュニティづくりなど地域を支える様々

な活動を継続的に行うことや、新たな課題に取

り組むなど活動の場を広げることが難しいとい

ったところが問題点となっています。

二ノ宮委員 この事業には大変期待しています。

というのも本格的な高齢化社会が来る中で、ど

うしてもその地域に住み続けることができない、

希望は持っているんですけど、さっき言ったよ

うな状況の中で、それを何とかネットワーク・

コミュニティの中で、助け合いながらやってい

こうということです。

いろいろ問題が出たんですけど、どうしても

足らないのが福祉的な考えと言いますか、例え

ば地域包括ケアシステムがあるんですけど、そ

の地域包括ケアシステムと連携しないと。さき

ほど人の問題とか、それから資金の問題が出た

んですけど、一番の問題はやっぱり高齢化によ

って地域で、特に高齢化が進むことによって施

設に入りたくても入れない、在宅福祉を進めな

ければならないと。ところが在宅福祉というの

は、口で言うのは簡単なんですけど、それを地

域で支えるためには、このネットワーク・コミ

ュニティが必要だと思っています。もう少し福

祉的な視点がいるんじゃないかと思うんですけ

ど、その辺、どうお考えですか。

中山おおいた創生推進課長 ネットワーク・コ

ミュニティを推進し、地域を支えていく中で、
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地域の社会福祉協議会や住民有償サービスなど

の多様な主体にも注目しているところです。委

員御指摘のとおり、地域内で高齢者を効率良く

サポートするために、家族のメンバーや地域の

医療機関、介護の人材が連携し合い、状況に応

じて助け合うという地域包括ケアの視点も重要

であると考えています。

また、それとともに福祉的な観点では、社会

福祉協議会の生活サービスなどの活動も地域で

進められており、その辺りとの連携も重要と考

えています。今後も、福祉的なものも含め、様

々な主体とともに一緒になって地域を支えてい

きたいと考えています。

二ノ宮委員 県内何か所か見て歩きました。そ

して由布市も今、実働しているのは１か所で、

準備をしているのが２か所です。どうしてもさ

っき言ったように、苦手なのが福祉と言います

か、そのエリア内に福祉施設等があれば、そこ

との連携ができるんですけど、普通の公民館の

中で福祉的なもの、例えばデイサービスといっ

たものを取り入れることは難しい。しかし、そ

れを取り入れなければ、なかなか高齢化の中で

地域をうまく動かすことはできないという考え

を持っています。ぜひ地域包括ケアシステムと

の連携を深めていって、この事業を本当に充実

させていただきたいと思っています。

それともう１点が、やはり自主財源の確保な

んです。３年なり５年で補助がなくなった後ど

うなるのか、大変心配しています。自主財源の

確保と口で言うのは簡単なんですけど、なかな

か難しくて、これは国がやらなければならない

ような事業であって、この３年なり５年を、宇

佐市がやっているように１０年に延ばしてする

ぐらいの大事な事業だと思っていますので、そ

の辺、できたらお聞かせください。

中山おおいた創生推進課長 さきほど申し上げ

たように、福祉分野との連携というのは先般も

調査しました。その辺りは念頭に置いているの

で、連携を考えていきたいと思っています。

年数については、おおむね３年ということで

現在支援しています。事業をやっているときの

支援や、その後のアフターフォローもしっかり

やりながら、一緒に地域づくり、活性化に取り

組んでいきたいと思っています。

守永委員 １点ですけれども、決算特別委員会

審査報告書に対する措置状況報告書の１２ペー

ジに、地域住民が利用しやすい公共交通とする

ための調整・検討の場について記述されていま

すが、平成３０年度中に、そのような場を持つ

ことができたのか、そしてどのようなことが具

体的に議論されたのか、お伺いします。特にＪ

Ｒ九州の日田彦山線の復旧議論もありますが、

さきほど議論の中で出たスマートサポートステ

ーションの問題や、３月のダイヤ改正で３９本

もの便が廃止された、そういった状況もあるの

で、どのような議論が持たれたのか、お伺いし

ます。

遠藤交通政策課長 地域公共交通の維持・確保

を図るために、住民の要望等を最も把握してい

る市町村と事業者が情報提供、意見交換を十分

に行うことができるよう、これまで以上に県も

参加する機会を増やして、現在丁寧に議論をし

ています。

例えばバスについては、地域公共交通再編実

施計画の策定協議の際に、県、市町村、事業者

などの関係者が集まって、住民の生活実態を踏

まえた運行便数の確保、また運行時間帯の変更

など何度も顔を合わせて協議して、事業者の都

合のみで一方的に決められることのないよう取

り組んでいます。

また、鉄道については、市町村からの意見を

聞き取り、九州地域鉄道整備促進協議会や日豊

本線高速・複線化大分県期成同盟会を活用して、

ＪＲ九州に対してダイヤの増便等の要望を行っ

ています。その結果、今年３月のダイヤ改正の

際には、津久見高校の生徒が下校する時間に合

わせたダイヤが復活したところです。

今後とも住民の方々がより使いやすい地域公

共交通を維持・確保するため、関係者において

協議、議論を進めていきたいと思います。

守永委員 そういう議論の場が年間にどの程度

の割合、間隔で持たれるのか、年に１回なのか、

その辺の様子を教えていただきたいと思います。

あと、障がいのある方々が、特にバスについ
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てはなかなか利用しづらい。バスについては、

事業者によっては予約をしなくても乗れると言

っているわけなんですが、実際、低床バスでな

いと車椅子で乗ろうとしてもなかなか難しい。

利用しようとしても、次の便を待たなきゃなら

ないとか、そういうこともあるわけなんですが、

そういった要望等も含めて、利用の実態に対応

できるような議論もなされているのかどうか、

確認したいと思います。

遠藤交通政策課長 事業者と市町村等による協

議については、平成３０年度は１７回実施して

います。こちらは、計画を策定するような協議

会を活用したり、地域公共交通会議を活用した

り、そのような場で意見交換を行っています。

障がいのある方の御利用については、我々も

非常に重要だと思っています。県としても、ノ

ンステップバスの導入促進に向けた減価償却費

の補助等を行っています。引き続き事業者等と

相談しながら、このようなノンステップバスの

導入を推進していきたいと思っています。

森委員 委員長、事前通告は３項目なんですけ

ども、一つ追加させていただきたいんですが、

よろしいですか。

井上（明）副委員長 はい。

森委員 まず決算事業別説明書の３６ページ、

県外事務所費の件です。決算附属調書の不用額

調書では１７ページになります。東京事務所運

営費の使用料、賃借料が見込みを下回ったとあ

りますけども、この数字を見ていくと、今回の

決算が４，１１７万７，４００円、昨年の決算

が４，５６２万１，２５７円で、４４０万円ほ

どの減となっています。今年の予算は４，６８

９万７千円となっていますが、この点も含めて

教えていただきたいと思います。

次に、主要な施策の成果の２２ページ、地域

活力づくり総合補助金について伺います。まず

所要額が見込額を下回った理由を教えてくださ

い。そして、成果指標が新たな雇用創出の累計

人数で、これは平成１８年度からの事業だと思

うんですけども、実際、これまで創出された方

たちの実態把握というのはどのように行われて

いるのか、教えてください。

次に、２１ページのおおいた魅力アップ情報

発信事業について伺います。さきほど部長から

詳しく説明を受けましたが、ここには従来のメ

ディアやＷＥＢに加え、今回、ＳＮＳの持つ拡

散力や訴求力を活用したと特に書かれています。

この新たな広報の部分で、さきほど詳しく説明

はありましたけども、どのように行ったのか、

またどのような成果があったか。新たに取り組

んだ、このＳＮＳの訴求力を活用したことで、

さきほど説明のあった広告費の中でどのくらい

の実績があるのか、教えていただきたいと思い

ます。

最後に、主要な施策の成果の１７ページ、海

外戦略加速化事業です。事業の目的である県内

企業の海外展開や県産品の販路拡大、外国人観

光客誘致の実績数値が分かりましたら教えてく

ださい。この事業の成果指標がめじろん海外サ

ポーターとなっているんですけども、さきほど

申し上げたように、事業の目的の、県内企業が

どれぐらい海外展開しているか、県産品がどれ

だけ販路拡大されたのか、外国人観光客がどれ

だけ増えたのかという指標が正しいかと思うん

ですけども、その点もあわせて。また、この事

業にめじろん海外サポーターがどのように関わ

っているのか、これまで認定された方を含めて

教えていただきたいと思います。

磯田審議監兼政策企画課長 最初の点について

御説明します。

決算事業別説明書の３６ページから３７ペー

ジに東京事務所の関係がありますけれども、庁

舎等賃借料について、昨年より金額が下がって

いるじゃないかというお話でした。庁舎等賃借

料ということで、庁舎の借上げなど固定的なも

のと節約して減らせる部分を、これまで全部ひ

っくるめて一緒に計上していたので、節約でき

る分を、その後の、その他東京事務所の運営に

要した経費に入れて、努力してここがちゃんと

減りましたと分かりやすくしようと整理したも

ので、実は金額に大きな差はありません。

それから、不用額の理由では東京事務所の使

用料及び賃借料と掲載していますが、不用額の

内訳は３事務所を全部ひっくるめています。東
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京事務所が１７２万９千円ほど、大阪事務所が

１０２万円ぐらい、それから福岡事務所が１６

万５千円ぐらい、合わせた金額が２９６万円ほ

どということで、不用額をまとめて掲載してい

るものです。その中では東京事務所が一番大き

い。それから東京事務所の中での節約が一番う

まくいったのがタクシーの借上げといった使用

料、賃借料でしたので、そういう意味で記載を

したということです。

中山おおいた創生推進課長 地域活力づくり総

合補助金について、まず１点目、所要額が見込

みを下回った理由についてです。地域活力づく

り総合補助金については、平成２７年度以降、

自己負担分の資金の確保が困難であったり、新

たな地域資源を掘り起こすことが十分にできな

かったことなどの理由により、予算を十分いか

した活用が進んでいない状況もありました。そ

のため、昨年度から新たに補助率の高い国際ブ

ランド地域創出事業費補助金の枠を設けるとと

もに、振興局と連携の上、積極的な活用が進む

よう取り組んでいます。今年度については、現

時点の把握ですが、予算額と同額程度の所要額

が見込まれています。地域活力づくり総合補助

金による活動が県民の皆さまや地域のためにし

っかりと根付き、元気で活力あふれる大分県づ

くりをさらに推進していけるよう、本補助金制

度の使い勝手の良さなどを引き続き検討してい

きたいと考えています。

地域活力づくり総合補助金について、２点目

の成果指標、新たな雇用創出の累計人数の実態

把握の件です。まず、当初協議段階で補助金の

申請者に雇用の有無と人数について確認をして

います。それから事業が完了した後に、事業報

告書を受けた段階で、当初の予定について確認

をしています。確認するとともに、その翌年度

の４月以降に、実際の雇用人数について再度確

認をしています。

河野広報広聴課長 「大分で会いましょう。」

プロジェクトについては、フェイスブックやイ

ンスタグラムなどのＳＮＳを活用して情報発信

を行います。フォロワー数は多い方では２１万

人ぐらいなんですが、多くのフォロワーを持っ

ている情報発信力が高い写真家とかモデル、漫

画家やコラムニストなどの多彩なゲストを県外

からお招きして、県内各地を巡って、その方々

の感覚で隠れた魅力を発見していただいて、そ

れらを撮影した動画や画像などをＳＮＳを活用

して広く発信しました。加えて、ゲスト自身の

ＳＮＳでも情報発信することで、さらに拡散を

図ったところです。

その結果、「大分で会いましょう。」の公式

ＳＮＳのフォロワー数は、さきほど申し上げた

約１万２，５００人となり、アクセス数は約３

８万２千回となっています。このようなコンテ

ンツなどを活用して、ＰＲ会社を通じて首都圏

等のテレビ局や雑誌社などのメディアに大分を

売り込むアプローチをした結果、その中の数社

が全国ネットの旅番組や情報番組などで大分の

情報を取り上げてくれました。

これらの成果は、広告換算費で言うと約３９

億円となっていますが、その換算方法は、番組

の中で広告を流した際に必要な経費を基に換算

したもので、具体的には広告単価×大分県の情

報露出時間となっています。

最後に３９億円のうちどれぐらいを占めてい

るかという御質問ですが、この新しいＳＮＳを

使った情報発信のコンテンツを中心にテレビ局

にＰＲしていますので、ＳＮＳを活用した事業

の成果がかなりの部分を占めていると考えてい

ます。

藤井国際政策課長 海外戦略加速化事業につい

て二つ御質問をいただきました。実績数値とめ

じろん海外サポーターについてですが、まず実

績数値です。この事業は、部局連携の下で実施

していますので、事業の成果についても、それ

ぞれの部局での取組も含めて実績値の把握に努

めています。一部精査中の数字もありますが、

３０年度の実績は海外展開企業数が１１２社、

県産品の輸出額、これは農林水産物、あるいは

酒とかお菓子とかの加工品の合計ですが３１億

５，５００万円、海外からの宿泊者については

１４４万２千人です。

もう一つのめじろん海外サポーターについて

ですが、これまでめじろん海外特派員という名
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称で、帰国する国際交流員、ＡＬＴ、留学生の

ＯＢの方々を任命しています。県が毎月発行し

ている情報誌「Ｗｈａｔ’ｓ ｕｐ，Ｏｉｔ

ａ！」をお送りしたり、あるいはその原稿をい

ただいたりという広報面での関わりを中心に、

大分県とのつながりを持っていただいています。

関わったサポーターの人数としては、それぞれ

連絡先を追跡してお送りしているので、全員と

つながりは保っていました。

しかしながら、県内企業の海外展開につなげ

る活動には、つながりが薄いんじゃないかとい

う課題認識があって、昨年度からこれまでの任

命に加え、母国で起業したり、あるいは商社に

お勤めになっている留学生のＯＢ等々を発掘し

て任命するという取組も進めています。

森委員 東京事務所の件、数字は分かりました。

ありがとうございます。

２番目に質問した地域活力づくり総合補助金

の３０年度の実績がホームページに出ていたの

で、これで事業の内容を確認したんですけれど

も、この数字を全部足すと３億１，４００万円

ほどで、決算額と差が１千万円ほどあるんです

けれども、その差について教えてください。

あわせてこの補助金については、振興局が決

定するということになっているんですが、昨年

も観光・地域局の事業もいくつか入っています。

その分については、今年は観光局ということに

なるのかどうか、その辺りも教えてください。

それとおおいた魅力アップ情報発信事業で、

去年で事業が終了ということなんですけれども、

せっかく作ったサイトなどの運営は今年からど

うされるのか、教えてください。

最後に、めじろん海外サポーターもせっかく

任命されているのに、ほとんど海外での活動が

ないともお聞きしていますので、ぜひ活用をし

ていただきたいと思います。最後のは要望で、

あと二つはお答えください。

中山おおいた創生推進課長 地域活力づくり総

合補助金の決算額について、事業費を足した数

字との違いですけれども、その他、本執行に関

する報償費だとか旅費、その他もろもろ必要経

費が加算されて約３億２，７００万円という数

字になっていて、その差です。

それと２点目は、振興局との連携ということ

でしたでしょうか。

森委員 振興局が決定する事業と観光・地域局

が決定する事業について。

中山おおいた創生推進課長 基本的には、この

総合補助金については、企画振興部のおおいた

創生推進課が担当していますので、振興局で決

定するもの以外、本庁で所管しているのは当課

で一括して担当しています。

河野広報広聴課長 当該事業については、今年

度からおおいたブランド戦略強化事業と名称を

変えていますが、さきほどのＳＮＳのコンテン

ツ等は引き続き利用していて、さらにその発信

方法を工夫する、内容を掘り下げる形で利用し

ながら、さらなる大分県のブランド力向上に努

めようと考えています。

中山おおいた創生推進課長 さきほどの２点目

について補足します。地域活力づくり総合補助

金についても、観光に関する支援、補助をして

います。

森委員 今の観光・地域局の件は後でまたお聞

きします。

ＳＮＳの活用方法で、ＳＮＳはフロー型メデ

ィア、ホームページ等はストック型メディアと

いうことで、そこの組合せが重要と、これは農

林水産部でも言ったんですけども、広告料をま

た使って、戦略的にその地域の方にプッシュ型

で届けるような、そういった方法もぜひ取って

いただければと思っていますので御検討くださ

い。

井上（明）副委員長 ほかに事前通告されてい

ない委員で質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

井上（明）副委員長 委員外議員で質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

井上（明）副委員長 それでは、本日の質疑等

を踏まえ、全体を通して、委員の方からほかに

何か。（挙手する者あり）

中山おおいた創生推進課長 二ノ宮委員の１点

目の質問に回答漏れがあったので補足します。



- 33 -

ネットワーク・コミュニティの集落数につい

て、３０年度末の数字を１，４９８と申し上げ

ました。これはそのとおりなんですが、昨年度

の内数は６５７です。（「件数は」と言う者あ

り）ネットワーク・コミュニティの件数は３２

件です。

井上（明）副委員長 それでは、本日の質疑等

を踏まえ、全体を通して、委員の方からほかに

何か質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

井上（明）副委員長 ほかにないようですので、

これで質疑を終了します。

それでは、これをもって企画振興部関係の審

査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方

はお残りください。

〔企画振興部、委員外議員退室〕

井上（明）副委員長 これより、決算審査報告

について、内部協議に入ります。

さきほどの企画振興部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見・要望事項等がありましたら、

お願いします。

堤委員 新幹線の関係で、シンポジウムの中で

はやっぱりメリット、デメリットの両方を平等

に出すと。シンポジウムを聞いているとメリッ

トばっかりなんですわ。県民の方々に両方出し

て、本当にきちっと判断できるような、そうい

う情報をぜひ提出していただきたいと思います。

井上（明）副委員長 ただいま委員からいただ

きました御意見、御要望及び本日の審査におけ

る質疑を踏まえ、審査報告書案として取りまと

めたいと思います。

詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

井上（明）副委員長 それでは、そのようにい

たします。

以上で企画振興部関係の審査報告書の検討を

終わります。

ここで執行部が入室しますので、しばらくお

待ちください。

〔労働委員会事務局、委員外議員入室〕

井上（明）副委員長 これより、労働委員会事

務局及び議会事務局関係の審査を行います。

まず、労働委員会事務局関係の審査に入りま

すが、説明は要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、労働委員会事務局長の説明を求め

ます。

後藤労働委員会事務局長 労働委員会事務局の

平成３０年度決算について御説明します。

お手元の一般会計及び特別会計決算事業別説

明書の２９９ページをお開きください。

関係する歳出科目は、第５款労働費の第４項

労働委員会費です。

３０年度の決算額は予算現額８，７５４万７

千円に対し、支出済額は８，４９１万８，３２

７円で、不用額は２６２万８，６７３円です。

次に３０１ページを御覧ください。

第１目委員会費について御説明します。予算

額１，３８３万６千円に対し、決算額は１，１

６４万４，７２５円です。事業別決算額の内訳

ですが、委員報酬が１，０２９万２，７００円

です。これは、定例総会や不当労働行為事件の

審査等に係る委員１５人分の報酬です。

その下、委員会運営費が１３５万２，０２５

円です。これは、各種会議へ出席する委員の旅

費や、不当労働行為事件の審査、調整等に要し

た経費です。

事業説明欄の中ほど以下に、３０年度に取り

扱った審査及び調整件数を記載しています。

まず、不当労働行為事件の審査についてです

が、これは労働組合からの救済申立てに基づき、

使用者が労働組合法で禁止されている組合員に

対する不利益取扱いや団体交渉拒否等の不当労

働行為を行ったかどうかを審査し、命令を出し

たり、和解の勧奨を行うものです。

３０年度の審査取扱件数は３件で、そのうち
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２件は取下げにより終結し、残りの１件は次年

度に繰越しとなっています。

１項目飛ばして、労働争議の調整についてで

すが、これは労働者と使用者との間で労働紛争

が発生し、自主的な解決が困難な場合、労使い

ずれか一方又は双方からの申請に基づき、労働

委員会が公正・中立な立場で調整し、話合いに

よる円満な解決を図るものです。

３０年度の取扱件数は２件で、そのうち１件

はあっせんを行ったものの、双方の歩み寄りは

望めないと判断し打切りに、もう１件は使用者

からあっせん申請があったものの、労働者側が

応諾せず不開始となりました。

続いて、第２目事務局費ですが、予算額７，

３７１万１千円に対し、決算額は７，３２７万

３，６０２円です。事業別決算額の内訳は、給

与費が６，５４３万５，１４１円で職員８人分

の給料、職員手当等です。

その下、事務局運営費が７８３万８，４６１

円で、これは各種会議、審査・調整等に係る職

員の旅費や、労働相談業務に従事する非常勤職

員の報酬、ポスターの印刷等に要する経費です。

続いて不用額について御説明します。

お手元の決算附属調書の１９ページをお開き

ください。

１９ページ一番下の労働委員会費のうち、次

の２０ページ一番上の委員会費の不用額２１９

万１，２７５円です。これは、委員の報酬等の

所要額が見込みを下回ったことによるものです。

以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いします。

井上（明）副委員長 以上で説明は終わりまし

た。これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔・明瞭に答弁願います。

事前通告が１名の委員から出されていますの

で、まず事前通告のあった委員の質疑から始め

ます。

守永委員 決算事業別説明書の３０１ページに、

３０年度の審査調整の状況について記述されて

いますが、労働力不足の中で、ある意味、売り

手市場になっている状況があると思うんですが、

３０年度の事件の特徴を教えていただきたいと

思います。

後藤労働委員会事務局長 まず、次年度に繰り

越した不当労働行為事件ですが、この事件は平

成２９年８月に組合員の現職復帰と団体交渉の

開催を求めて当委員会に救済申立てがあったも

のです。具体的には、管理職を降格され、賃金

を引き下げられた労働者が労働組合に加入して、

賃金の回復を求めて団体交渉やストライキなど

を行い、解雇されたという事案です。

当委員会では、不当労働行為事件の審査と並

行して、労使関係の安定化につなげるための和

解に向けた協議を行ってきましたが、和解条件

についての両者の合意が得られずに、平成３１

年３月に和解協議を打ち切って繰越しとなった

ものです。

当委員会では、今年度７月に、現職復帰と誠

実な団体交渉の実施を命ずる救済命令を出して、

この不当労働行為事件については終結となった

ところです。

次に、その下、労働組合資格審査についてで

すが、これは不当労働行為の申立てをした場合

に、労働組合法上の救済を受ける資格があるか

どうかを審査するものです。命令を発出する際

に、当該組合が労働組合法の各規定に適合する

か否かを判断することとなるために、さきほど

説明した不当労働行為事件と連動して繰越しと

なったものです。今年度においてこの審査を行

ったということになります。

また、不開始となった労働争議調整事件です

が、これは無断欠勤等を理由に解雇された組合

員の現職復帰若しくは解決金の支払を求める労

使紛争において、使用者の側から解決金の減額

を求めるあっせんの申請があったものです。当

委員会では、労働組合にあっせんに応じるよう

説得をしたところですが、労働組合が裁判所の

労働審判等での解決を求めるということで、あ

っせん不開始となったものです。

３０年度を含む近年の特徴としては、全国的

な傾向でもありますが、企業の枠を超えた地域

単位の労働組合で、主に中小企業の労働者が個
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人で加入できる、いわゆる合同労組に関わる案

件が増加しています。

３０年度の不当労働行為事件３件は、いずれ

も合同労組による申立てであり、２件の労働争

議調整事件についても合同労組が関わる事案で

した。

労働組合のない中小の事業者では、解雇や賃

金の不払、労働条件の切下げ等があった場合に、

労働者個人では、やはり使用者と対等に交渉が

できない状況があり、そこのところを合同労組

が受皿となっている現状があると認識していま

す。

守永委員 労働組合への加入率が減ってきた中

で、中小企業で働く方々がどうしても困って、

一人で加入できる組合に加入した上での取組の

ようですが、労働者個人がトラブルに巻き込ま

れたときに、労働者が労働委員会に個人として

救済を申請することが、ここ数年であったのか

教えてください。

後藤労働委員会事務局長 労働委員会では、不

当労働行為事件の審査や、労働組合と使用者側

との労使紛争の調整とは別に、個別労働関係紛

争のあっせんを行っています。これは労働者個

人で労働委員会にあっせん申請ができるという

ものです。３０年度は、この個別労働関係紛争

のあっせん事案はありませんでした。今年度は、

年度当初に１件あり、解決が図られたところで

す。

守永委員 働く方々が労働事案で困ったときに

救済を求める場があるのをもう少し皆さんに広

報していく必要があるのかなと思います。今後

も積極的な救済活動に取り組んでいただきたい

と思います。

井上（明）副委員長 ほかに、事前通告されて

いない委員で質疑はありませんか。

戸高委員 労働委員会の委員の数は法令により

１５名と決められていると思うんですが、年間

に拘束を受けている時間がどの程度か、分かれ

ば教えてください。

もう一つ、不当労働行為事件の審査や労使紛

争の調整、また個別労働関係紛争のあっせん事

案も余りないということですけども、報酬決定

はどのようになされているのかお聞きします。

後藤労働委員会事務局長 労働委員会委員は、

月２回の定例総会に出席していただいています。

おおむね年間２２回です。１回の定例総会は３

０分から１時間程度の拘束時間になります。

また定例総会とは別に、事件に関しての打合

せや、申立人や被申立人に対する審問といった

業務を行う時間などもあり、委員には大変な御

苦労をおかけしているところです。

それから委員報酬は、会長は日額３万円、そ

のほかの公益委員、労働者委員、使用者委員は

日額２万４，６００円となっています。

井上（明）副委員長 ほかに、事前通告されて

いない委員で質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

井上（明）副委員長 委員外議員で質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

井上（明）副委員長 それでは、本日の質疑等

を踏まえ、全体を通して、委員の方からほかに、

何か質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

井上（明）副委員長 別にないようですのでこ

れで質疑を終了します。

それでは、これをもって労働委員会事務局関

係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔労働委員会事務局退室、議会事務局入

室〕

井上（明）副委員長 これより議会事務局関係

の審査を行いますが、説明は要点を簡潔・明瞭

にお願いします。

それでは、議会事務局長の説明を求めます。

高屋議会事務局長 議会事務局関係の決算を御

説明します。

お手元の平成３０年度一般会計及び特別会計

決算事業別説明書の２９１ページをお開き願い

ます。

歳出決算総括表の歳出合計です。

議会費の予算現額１１億２，７９５万円に対
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して、支出済額は１０億８，８２７万２，６２

３円、不用額は３，９６７万７，３７７円です。

次の２９３ページからその内訳になります。

まず、第１目議会費は、表の上にあるように、

予算額８億３，８０９万８千円に対して、決算

額は８億１６８万２，８０３円です。

その主な内訳ですが、表の左から２列目、事

業別決算額欄の一番上６億２，０１３万２，９

１８円は議員４２人分の報酬・期末手当等です。

その下の１億８，１５４万９，８８５円は議

会運営費で、政務活動費交付金やその３行下の

全国都道府県議会議長会負担金、一番下の本会

議や委員会等に要した経費です。

２９４ページをお開き願います。

第２目事務局費は、表の上にあるように、予

算額２億８，９８５万２千円に対して、決算額

は２億８，６５８万９，８２０円です。

その主な内訳ですが、表の左から２列目、事

業別決算額欄の一番上２億４，８９７万８，３

６３円は事務局職員３０人分の給与費です。

その下の３，７６１万１，４５７円は、会議

録や議会資料の作成等に要した事務局運営費で

す。

次に、不用額の主なものを御説明します。

決算附属調書の１７ページをお開き願います。

一番左の科目欄上から３行目の議会費の不用

額３，６４１万５，１９７円は、政務活動費交

付金の額の確定による減などです。

井上（明）副委員長 以上で説明は終わりまし

た。

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔・明瞭に答弁願います。

今回、事前通告はありませんが、事前通告さ

れていない委員で質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

井上（明）副委員長 委員外議員で質疑はあり

ませんか。

木田委員外議員 決算事業別説明書２９１ペー

ジから２９４ページまで記載がありますが、こ

の説明書だけでは議会事務局としての全体の事

業は見づらいところがあると思います。

職員３０人でこの議会事務局の運営をなされ

ていますが、昨年度を振り返ってみても、議会

の広報活動でも、出前県議会は非常に人気があ

って件数が増えていますし、議会広報紙につい

てもページ数を増やすという取組も既に始まっ

ています。また昨年は特別委員会の視察、そし

て最後の意見取りまとめと報告書の作成もあり

ました。そして日台友好議員連盟での海外調査

といったこともあり、昨年度はほかの案件も含

めていろいろあったと思います。３０人という

少数精鋭で、議会事務局の皆さんには、議員全

員が大変お世話になっていることに心から御礼

申し上げたいと思っています。よく３０人で去

年は乗り越えたなと感じています。職員の皆さ

んの御労苦、御負担が非常に大きいんじゃない

かという印象をお持ちではないかとお伺いする

とともに、そういった思いが同じであれば、来

年度に向けて、議会事務局の人員増もぜひ進め

ていただきたいというのが一つお願いです。願

いも一つこもっていますが、議会事務局の業務

というのは、議員との関わりがありますので、

なかなか公務との線引きと言うか、非常に難し

いところがあると思いますし、職員の皆さんが

そういった面でもサポートしていただいていま

す。

新年度に入って、もう半年ほど過ぎますけれ

ども、今後また特別委員会を設置するかもしれ

ませんし、いろんな政策課題が大分県も多いの

で、そういった政策立案機能ももっと強化して

いく、議員のサポート面でも力を入れていただ

くということを含めて、昨年度を振り返って大

変だったなという思いと、そして、これからぜ

ひそういったこともお諮りいただきたいという

こともお願いして、御見解をお伺いしたいと思

います。

高屋議会事務局長 ありがとうございます。ま

ず議会事務局の職務は、議員の活動を積極的に

サポートするものと考えています。その中で私

なりに分析しますと、議員総数に対する職員数

の割合がどうかと言うと、九州、沖縄各県の平

均しかありませんが、九州、沖縄では議員総数
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に対して８６％の職員数。大分県はそれに対し

て今のところ８８．４％となっていまして、九

州各県の平均よりはまだいいのかなと思ってい

ます。

もう一つ、視点を変えて知事部局等の職員数

が全体でどうなったかと言うと、行革前の平成

１５年から８２％、８割ぐらいになっています。

そして議会事務局は３３から３０ですので９１

％ということで、行革の中では他部局に比較す

ると職員は確保できていると思っています。

職員の定数については、県庁全体の枠組みの

中で検討されますけれども、委員がおっしゃっ

たように、必要なものが生じたときには人事当

局に要求しますが、まずは効率的に事務局自体

が最大限努力をし、成果を出すように精一杯取

り組みたいと思います。よろしくお願いします。

木田委員外議員 この決算審査を通じても感じ

ますけども、なかなか大分県としても人口減少

に歯止めがかからないという非常に苦しい悩み

を抱えながら、やっぱり議会側から新たな視点

での政策提言をもっともっと掘り下げて、実効

性のあるものに変えていくときを迎えていると

思います。また職員の皆さんのワーク・ライフ

・バランス等を考えると、そういったスタッフ

の増強は必要になってくると思いますので、お

含みおきいただいて、ぜひ知事部局側にも働き

かけをしていただきたいと思います。よろしく

お願いします。

井上（明）副委員長 ほかに、委員外議員で質

疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

井上（明）副委員長 それでは、本日の質疑等

を踏まえ、全体を通して、委員の方からほかに

何か質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

井上（明）副委員長 別にないようですので、

これで質疑を終了します。

これをもって議会事務局関係の審査を終わり

ます。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方

はお残りください。

〔議会事務局、委員外議員退室〕

井上（明）副委員長 これより、決算審査報告

について、内部協議に入ります。

さきほどの労働委員会事務局及び議会事務局

の審査における質疑等を踏まえ、決算審査報告

書を取りまとめたいと思いますが、特に指摘事

項や来年度予算へ反映させるべき意見・要望事

項等がありましたら、お願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

井上（明）副委員長 特にないようですので、

審査報告書案の取りまとめについては、本日の

審査における質疑を踏まえ、委員長に御一任い

ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

井上（明）副委員長 それでは、そのようにい

たします。

以上で労働委員会事務局及び議会事務局関係

の審査報告書の検討を終わります。

以上で本日の審査日程は終わりましたが、こ

の際ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

井上（明）副委員長 それでは、次回の委員会

は、１５日火曜日の午前１０時から開きます。

以上をもって、本日の委員会を終わります。

お疲れさまでした。


